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市区町村長
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介護職員の処遇改善については、平成23年度まで実施した介護職員処遇改善

交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定に

おいて介護職員処遇改善加算を創設し、その後も累次の改定により加算率等の

充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には、介護職員等特定処遇改善加

算を創設し、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算を創設した

ところである。

さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護

職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる

引上げ及び配分方法の工夫を行うこととした。

加算の算定については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126

号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18

年厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)及び「厚生労

働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)において示している

ところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例を下記のと

おりお示しするので、ご了知の上、貴管内の関係団体及び関係機関にその周知を

お願いしたい。

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について

老発0315第2号

令和6年3月15日

厚生労働省老健局長

(公印省略)

記



基本的考え方

令和6年度介護報酬改定においては、①事業者の賃金改善や申請に係る事

務負担を軽減する観点、②利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担

の理解を得やすくする観点、③事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とす

る観点から、処遇改善に係る加算の一本化を行うこととした。

具体的には、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、

介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」という。)及び介護職員等

ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処

遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」とい

う。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介

護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)への一本化を行う。

その上で、令和6年度介護報酬改定における介護職員の処遇改善分の改定

率十0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行うとともに、介護現場で働

く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のべースアップヘ

とつながるよう、配分方法の工夫を行う。

また、事業者の負担軽減及び一本化の施策効果を早期に波及させる観点か

ら、令和6年4月及び5月の間に限り、旧3加算の要件の一部を新加算と同程

度に緩和することとし、令和6年4月及び5月分の旧3加算と令和6年度の

新加算の処遇改善計画書及び実績報告書をそれぞれ一体の様式として提示す

ることとした。

併せて、新加算の施行に当たっては、賃金規程の見直し等の事業者の事務負

担に配慮し、令和6年度中は経過措置期間を設けることとする。

具体的には、3①①に規定する月額賃金改善要件1と、3①⑧に規定する職

場環境等要件の見直しについては、令和6年度中は適用を猶予する。また、3

①③から⑤までに定めるキャリアパス要件1からキャリアパス要件Ⅲまでに

ついても、令和6年度中に賃金体系等を整備することを誓約した場合に限り、

令和6年度当初から要件を満たしたこととして差し支えないこととする。

さらに、一本化施行前の令和6年5月31日時点で旧3加算の全部又は一部

を算定している場合には、旧3加算の算定状況に応じた経過措置区分として、

令和6年度末までの間、それぞれ新加算V①~⑭を算定できるとととする。

2 令和6年4月以降の新加算等の仕組みと賃金改善の実施等

①新加算等の単位数

令和6年4月及び5月については、旧3加算の単位数として、サービス別

の基本サービス費に各種加算減算(旧3加算を除く。)を加えた1月当たり

の総単位数に、算定する加算の種類及び加算区分ごとに、月1絲氏1表1-1に



掲げるサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。令和6年6月

以降は、新加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算減

算(新加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分ごとに、

男1俳氏1表1-2に掲げるサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定す

る。また、月1俳氏1表1-3の通り、基準上介護職員が配置されていない、訪

問看護、訪問りハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問りハビリテーション、介護

予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具

販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、新加算及び旧3加

算(以下「新加算等」という。)の算定対象外とする。

なお、新加算等は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。

)賃金改善の実施に係る基本的な考え方

介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業

の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、新加算等の

算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退

職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(当該賃金改善に伴う法定福

利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下「賃金改善」とい

う。)を実施しなければならない。

その際、賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定

した上で行うものとする。この場合、本通知5②の届出を行う場合を除き、

特定した項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を

低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基

本給による賃金改善が望ましい。

また、令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額(旧3加算の

上位区分への移行並びに新規算定によるもの(令和6年4月及び5月分)又

は令和6年度介護報酬改定における加算率の引上げ分及び新加算1~Ⅳへ

の移行によるもの(令和6年6月以降分)。令和7年度への繰越分を除く。

以下同じ。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過

去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当

する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。

その際、新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の改訂により基

本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引

き上げることをいう。以下同じ。)により行うことを基本とする。ただし、

ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合 q列えば、

令和6年度介護報酬改定を踏まえ賃金体系等を整備途上である場合)には、

必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支え



なし、

なお、令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金を取得し、令和6

年5月分以前の賃金からべースアップ又は決まって毎月支払われる手当の

引上げを行っている場合には、当該賃金改善を令和6年6月以降に実施す

べき新規の賃金改善の一部に含めても差し支えない。

新加算等を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、

介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士

であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、

介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10

年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業

務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。以下同じ。)

に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断により、介

護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることと

する。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させ

ることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることな

ど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこ

と。

なお、令和6年4月及び5月に旧処遇改善加算及び旧特定加算を算定す

る場合にも、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の

一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第86号)第53条による改

正後の「厚生労働大臣が定める基準」(以下「令和6年4月大臣基準告示」

という。)第4号イ①及び第4号の2イ①等の規定に基づき、介護職員以外

への柔軟な配分を認める。

3)令和7年度の更なるべースアップにつなげるための工夫

令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率十

0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く

方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のべースアップヘ

とつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5

年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和

7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算

の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。

その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」

という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時

点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額

と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込

額をいう。)を比較して増加した額とする。



繰越額にっいては、全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることに

つぃて、牙1採氏様式2-1及び呂1絲氏様式3-1において誓約した上で、令和7

年度の処遇改善計画書・実績報告書において、当該繰越額を用いた賃金改善

の計画・報告の提出を求めることとする。ただし、令和7年度の賃金改善実

施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合には、その時

点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければ

ならないこととする。

3 新加算等の要件

①介護職員等処遇改善加算(新加算)の要件

新加算1の算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下

の①から⑧までに掲げる要件を全て満たすこと。ただし、新加算Ⅱについて

は⑦の要件、新加算Ⅲについては⑥及び⑦の要件、新加算Ⅳについては⑤か

ら⑦までの要件を満たさなくても算定することができる。また、いずれの加

算区分においても、①の要件については、令和6年度中は適用を猶予し、②

の要件は、新加算1からⅣまでのいずれかの算定以前に旧ベースアップ等

加算又は新加算V②、④、⑦、⑨若しくは⑬を算定していた事業所について

は適用しない。⑧の要件についても、令和7年度から見直しを適用すること

とし、令和6年度中は旧3加算の要件の内容を継続する。

さらに、令和6年5月31日時点で男1俳氏1表2-3に掲げる各加算を算定

していた介護サービス事業所等については、令和6年度中に限り、それぞれ

別紙1表2-2に掲げる要件を満たすことで、新加算の経過措置区分とし

て、新加算V①から⑭までのうち該当する加算区分を算定することができ

る。したがって、新加算Vを算定していた事業所が新加算Vの別の区分への

区分変更を行うことや、令和6年6月以降の新設事業所が新加算Vの各区

分を算定することはできない。ただし、令和6年6月以降、サービス類型の

変更等に伴い、事業所番号が変更になった場合には、職員構成等の事業所等

の体制が従前から継続されている場合に限り、変更後の事業所等において

も、変更前の事業所等の旧3加算の算定状況に応じて新加算V①から⑭ま

でのうち該当する区分を算定できることとする。

①月額賃金改善要件1 明給による賃金改善)

新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われ

る手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、事業所

等が新加算1からⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新

加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の

改善に充てること。



なお、加算を未算定の事業所が新規に新加算1からⅣまでのいずれか

を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増

加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により

行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えるこ

とで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満た

している事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、こ

の要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給

等の引上げはべースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律

に引き上げること)により行うことを基本とする。

月額賃金改善要件1については、令和6年度中は適用を猶予する。その

ため、令和6年度の新加算の算定に当たり、本要件を満たす必要はない

が、令和7年度以降の新加算の算定に向け、計画的に準備を行う観点か

ら、令和6年度の処遇改善計画書においても任意の記載項目として月額

での賃金改善額の記載を求めることとする。

②月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、

旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月31日ま

での間において、新規に新加算1からⅣまでのいずれかを算定する場合

には、初めて新加算1からⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等

加算相当の加算額が新たに増加する事業年度において、当該事業所が仮

に旧ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2

以上の基本給等の引上げを新規に実施しなければならない。その際、当該

基本給等の引上げは、ベースアップにより行うことを基本とする。また、

令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかった事業所及び令和6年

6月以降に開設された事業所が、新加算1からⅣまでのいずれかを新規

に算定する場合には、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けない。

本要件の適用を受ける事業所は、初めて新加算1からⅣまでのいずれ

かを算定した年度の実績報告書において、当該賃金改善の実施について

報告しなければならない。したがって、例えば、令和6年5月31日時点

で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算

定していない事業所であって、令和6年6月から新加算1を算定した事

業所は、令和6年6月から旧ベースアップ等加算相当の加算額の3分の

2以上の基本給等の引上げを新規に実施し、令和6年度の実績報告書で

報告しなければならない。

また、同様の事業所が、令和6年6月から新加算V①(旧ベースアップ

加算相当の加算率を含まない)を算定し、令和7年4月から新加算1を算



定する場合は、令和7年4月から旧ベースアップ等加算相当の加算額の

3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施し、令和7年度の実績報

告書で報告しなければならない。

なお、実績報告書においては、事業者等の事務負担を軽減する観点か

ら、月額賃金改善要件Ⅱの判定に用いる旧ベースアップ等加算に相当す

る加算額は、新加算1からⅣまでのそれぞれの加算額に、呂1絲氏1表3に掲

げる新加算1からⅣまでの加算率と旧ベースアップ等加算の加算率の比

(小数第4位以下を切捨て)を乗じて算出した額とする。

③キャリアパス要件l q壬用要件・賃金体系の整備等)

次のーから三までを全て満たすこと。

介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用

等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

ーに掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の^

臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備三

し、全ての介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上

の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに

内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支え

ない。また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月

末までに上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約すれば、令和6年

度当初からキャリアパス要件1を満たすものとして取り扱っても差し支

えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該定めの整備を行い、実

績報告書においてその旨を報告すること。

④キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

次の一及び二を満たすこと。

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、

資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策

定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

0 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等

(OJT、 OFF-JT等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う

こと。

b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇

の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

ーについて、全ての介護職員に周知していること。^

また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末ま



でに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うこと

を誓約すれぱ、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅱを満たすものと

して取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当

該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

⑤キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

次の一及び二を満たすこと。

介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又

は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているこ

と。具体的には、次のaからCまでのいずれかに該当する仕組みである

こと。

a 経験に応じて昇給する仕組み

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであるこ

と。

b 資格等に応じて昇給する仕組み

介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇

給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得

した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる

仕組みであることを要する。

C 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みで

あること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている

ことを要する。

ーの内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全

ての介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上

の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに

内規等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支え

ない。また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月

末までに上記一の仕組みの整備を行うことを誓約すれば、令和6年度当

初からキャリアパス要件Ⅲを満たすものとして取り扱っても差し支えな

い。ただし、必ず令和7年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績

報告書においてその旨を報告すること。

⑥キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込

額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額4如

万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額 440 万



円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金

改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではな

し、

・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合

・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上

げることが困難な場合

さらに、令和6年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以

上の職員の代わりに、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分

による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均と

する。)以上の職員を置くことにより、上記の要件を満たすとととしても

差し支えない。

⑦キャリアパス要件V (介護福祉士等の配置要件)

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具

体的には、新加算等を算定する事業所又は併設する本体事業所において

サービス類型ごとに呂1俳氏1表4に掲げるサービス提供体制強化加算、特

定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の

届出を行っていること。

⑧職場環境等要件

(令和7年度以降の要件)

令和7年度以降に新加算1からⅣまでのいずれかを算定する場合は、

呂1俳氏1表5-1に掲げる処遇改善の取組を実施すること。

その際、新加算1又はⅡを算定する場合は、卿俳氏1表5-1の「入職促

進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両

立支援・多様な働き方の推進」、円要痛を含む心身の健康管理」、及び「や

りがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施し、新加算Ⅲ

又はⅣを算定する場合は、上記の区分ごとに1以上を実施するとと。

また、新加算1又はⅡを算定する場合は、同表中「生産性向上(業務改

善及び働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は⑱

は必■動を実施し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上(業務

改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2つ以上の取組を実施する

こと。

ただし、生産性向上推進体制加算を算定している場合には、「生産性向

上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとし、

1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模

事業者は、⑳の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及ぴ働く

環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。



また、新加算1又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組

について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、介

護サービスの情報公表制度を活用し、新加算の算定状況を報告するとと

もに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的

な取組内容を「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告

の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する

等、外部から見える形で公表すること。

(令和6年度の経過措置)

上記の職場環境等要件の見直しについては、令和6年度中は適用を猶

予する。したがって、令和6年度中の職場環境等要件としては、呂1絲氏1表

5-2に掲げる職場環境等の改善に係る取組を実施し、その内容偶嚇氏1

表5-2参照)を全ての介護職員に周知すること。

その際、新加算1又はⅡを算定する場合は、別紙1表5-2の「入職促

進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両

立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産

性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の

区分ごとに1以上の取組を実施し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、別

紙1表5-2の取組のうち1以上を実施すること。

また、新加算1又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組

について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、介

護サービスの情報公表制度を活用し、職場環境等要件を満たすために実

施した取組項目を「事業所の特色」欄で選択すること。当該制度における

報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用

する等、外部から見える形で公表すること。

②介護職員処遇改善加算(旧処遇改善加算)の要件

令和6年4月及び5月に旧処遇改善加算 1からⅢまでのいずれかを算定

する場合の要件は、上記①に掲げる新加算の要件中、旧処遇改善加算の区分

ごとに、それぞれ呂1俳氏1表2-1に掲げる要件とする。

③介護職員等特定処遇改善加算(旧特定加算)の要件

令和6年4月及び5月に旧特定加算1又はⅡを算定する場合の要件は、

旧処遇改善加算1からⅢまでのいずれかを算定していることに加えて、上

記①に掲げる新加算の要件中、旧特定加算の区分ビとに、それぞれ別紙1表

2-1に掲げる要件とする。

④介護職員等ベースアップ等支援加算(旧ベースアップ等加算)の要件

令和6年4月及び5月に旧ベースアップ等加算を算定する場合の要件

は、旧処遇改善加算1からⅢまでのいずれかを算定していることに加えて、



呂1絲氏1表2-1に掲げる要件とする。具体的には、月額賃金改善要件Ⅲとし

て、次の要件を適用するものとする。

・月額賃金改善要件Ⅲ

令和6年4月及び5月に旧ベースアップ等加算を算定する事業所は、

当該事業所のサービス類型ごとに呂1絲氏1表1-1に掲げる旧ベースアッ

プ等加算の加算率を乗じて算出した額の3分の2以上の基本給等の引上

げを実施しなければならない。

ただし、令和6年3月31日時点で旧ベースアップ等加算を算定している

場合は、令和6年4月及び5月も同様の賃金改善を継続することを誓約す

ることで、本要件に係る具体的な賃金改善額等の記載は不要とする。

新加算等の算定に係る事務処理手順

令和6年度に新加算等を算定しようとする介護サービス事業者等は、それ

ぞれの期日までに以下の届出を行うこと。

①体制等状況一覧表等の届出(体制届出)

新加算等の算定に当たっては、介護サービス事業所・施設等ごとに、介護

給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業

費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式の提出(以下「体制届出」

という。)を行うとと。

その際、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系

サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設

入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

を含む。以下同じ。)の場合は当月1日までに、当該介護サービス事業所等

の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都

道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の

指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村

長とする。また、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業

において当該介護サービス事業所等の指定を行う市町村長を含む。以下同

じ。)に提出するものとする。

なお、令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又

は旧3加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、他の加算と同様に、

令和6年4月1日とする。ただし、下記②のとおり、処遇改善計画書の届出

期日が令和6年4月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は、旧3加

算に係る体制届出の期日を令和6年4月15日としても差し支えない。また、

体制届出の期日を令和6年4月1日とする場合であっても、都道府県知事

等は、令和6年4月15日までの間に介護サービス事業者等が届け出た旧3



加算の算定区分の変更等を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。

併せて、令和6年6月以降の新加算の算定に係る体制届出については、他

の加算と同様に、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日、施設系サー

ビスの場合は令和6年6月1日を届出期日とするが、各介護サービス事業

者等が旧3加算に係る届出と同時に新加算の届出も行うことができるよ

う、都道府県知事等は、必要な対応を行うこと。ただし、下記②のとおり、

新加算の算定に係る処遇改善計画書の変更が令和6年6月15日まで受け付

けられることを踏まえ、令和6年6月15日までの間は、新加算に係る体制

届出の変更を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。

②処遇改善計画書等の作成・提出

新加算等の算定に当たっては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準等の一部を改正する告示」第54条による改正後の「厚生労

働大臣が定める基準」(以下「大臣基準告示」という。)第4号イ②並びに

令和6年4月大臣基準告示第4号イ②、第4号の2イ②及び第4号の30

等に規定する介護職員等処遇改善計画書、介護職員処遇改善計画書、介護職

員等特定処遇改善計画書及び介護職員等ベースアップ等支援計画書を、別

紙様式2 -1、男1採氏様式2 -2、呂1俳氏様式2-3及び呂1絲氏様式2-4に定め

る様式により作成し、当該事業年度において初めて新加算等を算定する月

の前々月の末日までに、新加算等を算定する介護サービス事業所等の所在

する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存するこ

ととする。ただし、確認の事務に要する時間が十分確保できる場合等におい

て、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長しても差し支えな

し、

ただし、令和6年4月及び5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以

降の新加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和6年4月15日

とする。なお、令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画書につい

て、都道府県知事等は、令和6年6月15日まで、介護サービス事業者等が

行った変更を受け付けること。令和6年7月分以降の変更については、5①

に規定する取扱いとすること。

③実績報告書等の作成・提出

新加算等を算定した介護サービス事業者等は、大臣基準告示第4号イ④

並びに令和6年4月大臣基準告示第4号イ④、第4号の2イ④及び第4号

の3二等に規定する実績の報告を、呂1採氏様式3-1及び3-2に定める様

式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった月の

翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2

年間保存することとする。



このため、令和6年度の実績報告書の提出期日は、令和7年3月分の加算

の支払が令和7年5月であることから、通常の場合、令和7年7月31日と

なる。

④複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例

複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等について

は、呂(絲氏様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で

一括して作成して差し支えない。

その際、処遇改善計画書等は、各介護サービス事業所等の指定権者である

都道府県知事等に対して、それぞれ上記①から③までに記載の期日までに、

届出を行うこと。なお、各介護サービス事業所等の指定権者に提出する処遇

改善計画書等の記載事項は、「提出先」の項目以外は同一の内容で差し支え

なし、

⑤処遇改善計画書・実績報告書等の様式の特例

介護サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が 10

以下の介護サービス事業者等については、男1俳氏様式6により、大臣基準告示

第4号イ②並びに令和6年4月大臣基準告示第4号イ②、第4号の2イ②

及び第4号の3口等に規定する処遇改善計画書の作成及び提出を行うこと

ができることとする。また、事務負担への配慮が特に必要な、令和6年3月

時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣ

を算定する場合には、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の

旧3加算の区分の算定と併せて、呂1俳氏様式7-1により処遇改善計画書の

作成及び提出を行うことができることとし、男1採氏様式7-2により、大臣基

準告示第4号イ④並びに令和6年4月大臣基準告示第4号イ④、第4号の

2イ④及び第4号の3二に規定する実績の報告を行うことができることと

する。

なお、処遇改善計画書を男1俳氏様式6により作成した場合にあっては、実績

報告書にっいては、通常の場合と同様に、別紙様式3により作成及び提出を

1テうこと。

5 都道府県知事等への変更等の届出

①変更の届出

介護サービス事業者等は、新加算等を算定する際に提出した処遇改善計

画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)

があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した呂1絲氏様式4

の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。

また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥



に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。

なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は算定を開始する月

の前月15日、施設系サービスの場合は当月1日までに、当該介護サービス

事業所等の所在する都道府県知事等に提出するものとする。

①会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等

により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様

式2-1を提出すること。

②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお

いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止

等の事由による。)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を

提出すること。

・旧処遇改善加算については、呂1絲氏様式2-1の2住)及び呂1俳氏様式2-

2

・旧特定加算については、卿採氏様式2-1の2①及び3⑥並びに別紙様

式2-2

・旧ベースアップ等加算については、卿絲氏様式2-1の2住)及び3③並

びに別紙様式2-2

・新加算については、呂1絲氏様式2-1の2住)、 3②及び3⑥並びに呂1俳氏

様式2-3及び2-4

③キャリアパス要件1からⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧

処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場

合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、

呂1絲氏様式2 -1の2①及び3④から⑦まで並びに男1採氏様式2-2、 2-

3及び2-4を提出すること。

④キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変

更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配

置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、卿俳氏様式2-1の3⑦並び

に牙1俳氏様式2-2、 2-3及び2-4を提出すること。

また、疇疾吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせ

ないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき

ない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行

うこと。

⑤また、算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規

に算定する場合には、変更届出書及び以下の様式を記載すること。

・旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、

牙1俳氏様式2-1及び2-2



・新加算については、男1採氏様式2-1、 2-3及び2-4

⑥就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、

当該改訂の概要を変更届出書に記載すること。

②特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準仂口算による賃金改善分を除

く。以下との5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、

以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出

書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年度を超え

て介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算

定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要

がある。

①新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事

業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等によ

り経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障

が生じる等の状況にあることを示す内容

②介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事

業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同

じ。)の賃金水準の引き下げの内容

③当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

④介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得

てぃること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

6 届出内容を証明する資料の保管及び提示

新加算等を算定しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善計画書の

提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内

容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求

めがあった場合には速やかに提示しなければならない。

イ労働基準法(昭和22年法律第四号)第89条に規定する就業規則等(賃

金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、呂1絲氏様式2-1の3④のうちキ

ヤリアパス要件1に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、呂1俳氏様式2

1の3⑤のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を

就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)

口労働保険に加入しているととが確認できる書類(労働保険関係成立届、労

働保険概算・確定保険料申告書等)

新加算等の停止7



都道府県知事等は、新加算等を取得する介護サービス事業者等が①又は②

に該当する場合は、既に支給された新加算等の一部若しくは全部を不正受給

として返還させること又は新加算等を取り消すことができる。

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人で

ある場合に限る。)であって一括して処遇改善計画書を作成している場合、当

該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等

を連携して実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整を

することが望ましい。

①新加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引

下げを行いながら5②の特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基

準告示及び本通知に記載の算定要件を満たさない場合

②虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

8 新加算等の算定要件の周知・確認等について

都道府県等は、新加算等を算定している介護サービス事業所等が新加算等

の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努められ

たい。また、新加算等を算定する介護サービス事業者等は、以下の点に努めら

れたい。

①賃金改善方法の周知について

新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金

改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知するととも

に、就業規則等の内容についても介護職員等に周知すること。

介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、

当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりや

すく回答すること。

②労働法規の遵守について

新加算等の目的や、令和6年4月大臣基準告示第4号イ⑤及び大臣基準

告示第4号イ⑤を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

9 その他

①介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について

令和元年度の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」(以

下「専門委員会」という。)における議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、

新加算等の様式の取扱いについては以下の通りとすること。

①卿採氏様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。

②処遇改善計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービ



ス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求め

があった場合には速やかに提出するととを要件として、届出時に全ての

介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。

③呂1絲氏様式について押印は要しないこと。

なお、更なる負担軽減を図る観点から、「介護職員の働く環境改善に向け

た政策パッケージ」(令和4年12月)も踏まえ、令和5年度分からは、これ

まで以上の様式の簡素化を行っている。

②新加算等の取得促進について

介護サービス事業者等における新加算等の新規算定や、より上位の区分

の算定に向けた支援を行う「取得促進支援事業」を適宜活用されたい。また、

国が当該事業を行うに当たっては、ビ協力をお願いしたい。

③介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について

介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇

用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターでは

事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施している。新加

算取得につながる就業規則や賃金規程の作成等の相談・援助も行っている

ことから適宜案内されたい。

なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、(公財)介

護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を行うこと

も可能であることを申し添える。

④令和5年度の旧3加算に係る届出について

本通知は令和6年度の旧3加算及び新加算に係る届出に適用することと

し、令和5年度の旧3加算の届出は、「介護職員処遇改善加算、介護職員等

特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年度分)」(令

和5年3月1日老発0301第2号厚生労働省老健局長通知)に基づき行うも

のとする。

以上



別紙1
表1-1 サービス類型別加算率(令和6年4月及ぴ5月)

訪問介護

夜間対応型訪問介護

定期巡回・舶時対応型訪問介護后護

(介護予防)訪問入浴介護

通所介護

地域癌着型通所介護

(介護予防)通所りハピリテーション

(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

(介護予防)認知症対応型通所介謹

(介護予防)小規槙多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

介護老人福祉施設

地域癌着型介護老人福祉施設

(介護予防)短期入所生活介護

介護老人保健施設

(介護予防)短期入所療養介護(老健)

(介護予防)短期入所療養護
老 P外

13.フ% 10.0% 5.5% 6.3%

13.フ% 10.0% 5.5% 6.3%

13.フ% 10.0% 5.5% 6.3%

5.8% 4.2% 2.3% 2.1%

5.9× 4.3% 2.3% 1.2%

5.9× 4.3% 2.3% 1.2%

4.フ% 3.4% 1.9% 2.0%

8.2× 6.0% 3.3弧 1.8%

8.2% 6.0% 3.3% 1.8%

10.4%フ.6% 4.2% 3.1%

10.2%フ.4% 4.1× 1.5%

10.2%フ.4% 4.1% 1.5%

H.1% 8.1% 4.5% 3.1X

8.3% 6.0% 3.3% 2.フ%

8.3× 6.0% 3.3% 2.フ%

8.3% 6.0% 3.3% 2.フ%

3.9% 2.9% 1.6% 2.1%

3.9% 2.9% 1.6× 2.1%

2.6% 1.9% 1.0% 1.5%

介護医療院 2.6× 1.9% 1.0% 1.5%

(介護予防)短期入所療養介護(医療院) 2.6% 1.9% 1.0% 1.5%

注介護予防・日常生活支援総合事業によるサーピスを行う事業所は、

サービス区分

介護職員処遇改善
加算

介護職員等
特定処遇改

善加算

Ⅱ Ⅲ

ス

アッ
プ等
支援Ⅱ
加算

4.2% 2.4%

4.2% 2.4%

4.2% 2.4%

1.5% 1.1%

1.0% 1.1%

1.0% 1.1%

1.フ% 1.0%

1.2% 1.5%

1.2% 1.5%

2.4% 2.3%

1.2% 1.フ%

1.2% 1.フ%

2.3% 2.3%

2.3% 1.6%

2.3% 1.6%

2.3% 1.6%

1.フ% 0.8%

1.フ% 0.既

1.1% 0.5%

1.1% 0.5%

1.1% 0.5%

訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。

.6%

フ.6%

フ.6%

3.3%

3.3%

3.3%

2.鵠

4.6%

4.6%

6.5%

5.6%

5.6%

6.6%

4.フ%

4.フ%

4.フ%

2.3%

2.3%

1.5%

1.5%

1.5%

表1-2 サービス類型別加算率(令和6年6月以降)

1Ⅱ IVⅡ

訪問介護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%

夜間対応型訪問介護 24.5% 22.4% 18.2× 14.5%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%

(介護予防)肪問入浴介護 10.0% 9.4%フ.9% 6.3%

通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%

地城密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%

(介護予防)通所りハピリテーション 8.6× 8.3% 6.6% 5.3%

(介護予防)特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% H.0% 8.8X

地域窟着型特定施殷入居者生活介護 12.8% 12.2% H.0% 8.8%

(介護予防)認知症対応型通所介護 18.1% 17.4% 15. O× 12.2%

(介予防)小規槙多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%

看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4× 10.6奮

(介予防)認知症対応型共同生活介護 18.6% 17.8% 15.5× 12.5X

介老人福祉施設 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%

地域密着型介老人福祉施設 14.0% 13.6% 11.3% 9. OX

(介予防)短期入所生活介護 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%

老人保健施設 フ.5×フ.1% 5.4% 4.4X

(介護予防)短期入所療養介護(老健) フ,5%フ.1% 5.4% 4.4%

(護予防)短期入所療養護
5.1× 4.フ% 3.6% 2.9X

(老健ジ外(病

介護医療院 5.1% 4.フ% 3.6% 2.9X

(介談予防)短期入所療介護(医療院) 5.1% 4.フ% 3.6% 2.9%

ノ護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、

サービス区分 VV

a 2)

22.1% 20.8%

22.1% 20.8%

22.1% 20.鵠

8.9% 8.4%

8.1×フ.6%

8.1×フ.6%

フ.6%フ.3%

H.3% 10.6%

11.3% 10.6%

15.8% 15.3%

13.2% 12.1%

13.2% 12.1%

16.3% 15.6%

12.4% 11.フ%

12.4% 11.フ%

12.4% 11.フ%

6.フ% 6.驥

6.フ% 6.5%

4.6% 4.4%

4.6% 4.4%

4.6% 4.4%

訪問型は訪問

表1-3 加算算定非対象サービス
サービス区分

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問りハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予
防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

介護職員等処遇改善加算
V V V V V

( 3 ) (フ)(4 (5)(6) 8

8.フ% 18.4% 16.3%20.0% 16.鰯 15.鰐

20. O× 18.フ% 18.4% 16.3% 16.3% 15.鵠 14

20.0% 18.フ% 18.4% 16.3% 16.3× 15.鵠 14

8.3×フ.8%フ.3% 6.フ% 6.5× 6.8% 5

フ.9%フ.4× 6.5% 6.3% 5.6% 6.9% 5

フ.9%フ.4× 6.5% 6.3% 5.6× 6.9% 5

フ.3%フ.0% 6.3% 6.0% 5.8% 5.6% 5

10.フ% 10.0% 9.1% 8.5%フ.9% 9.5%フ

10.フ% 10.0% 9.1% 8.鶚 7.9× 9.5%フ

15.1% 14.6% 13.0% 12.3% 11.9% 12.フ% H

12.9% H.8% 10.4% 10.1% 8.8% 11.フ% 8

12.9% 11.8% 10.4% 10.1% 8.8× 11.フ% 8

15.5% 14.8% 13.3% 12.5% 12.0% 13.2% 11

12.0% 11.3% 10.1% 9.フ% 9.0% 9.フ% 8

12.0% 11.3% 10.1% 9.フ% 9.0% 9.フ% 8

12.0% 11.3% 10.1% 9.フ% 9.O× 9.フ% 8

6.3% 6.1× 5.フ% 5.3% 5.2× 4.6% 4

6.3% 6.1× 5.フ% 5.3% 5.2% 4.6% 4

4.2% 4.側 3.9% 3.鶚 3.5% 3.1% 3

4.2% 4.0% 3.9% 3.5% 3.5% 3.1%

4.2% 4.O× 3.9% 3.5% 3.5% 3.1%

護と、通所型は通所護と同じとする。

2.4%

2.4%

V

(1D

2.1X

12.1X

12.1X

5.2X

5.3%

5.3%

4.3X

フ.3%

フ.3曳

9.9X

8.9%

8.9%

10.2%

フ.4%

フ.4%

フ.4%

3.6%

3.6X

2.4%

加算率

0%

13.9%

5.4%

4.5%

4.5%

4.8%

6.4%

6.4%

9.6%

フ.1%

フ.1%

9.フ%

フ.4%

フ.4%

フ.4%

4.4%

4.4%

3.0%

3.0%

3.0%

V

a2)

H.8%

11.8%

11.8%

4.8%

4.3%

4.3%

4.5%

5.8%

5.8%

8.9%

6.鵠

6.8%

8.9%

フ.0%

フ.0%

フ.0%

4.0%

4.0%

2.醸

2.6%

2.6%

V
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10.佛

10.0%

10.0%

4.4%

4.4%

4.4%

3.8%

6.1%

6.1%

8.8%

フ.3%

フ.3%

8.9%

6.3%

6.3%

6.3%

3.1%

3.1%

2.0%

2.0%

2.0%

V
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表2-1 令和6 4月及ぴ5月の旧 3加の
①月額賃
金改善要
件1

介護職員処遇改善加算1
介護職員処遇改善加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算Ⅲ
介護職員等特定処遇改善加算1
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
介護職員等ベースアップ等支援加算

表2-2 令和6 度中の新加

件
②月額賃
金改善要

件Ⅲ
旧べア加

算額の
2/3以上
の新規の
月額賃金

改善

新加算Ⅳ
のν2以
上の月額

賃金改善

③キャリ
アパス要
件1

00介護職員等処遇改善加算1
00介護職員等処遇改善加算Ⅱ
00介護職員等処遇改善加算Ⅲ
00介護職員等処遇改善加算Ⅳ
00介護職員等処遇改善加算V (1)
00介護職員等処遇改善加算V (2)
00介護職員等処遇改善加算V (3)

0 0介護職員等処遇改善加算V (4)
00介護職員等処遇改善加算V (5)

0 0介護職員等処遇改善加算V (6)
どちらか1つを実施介護職員等処遇改善加算V (フ)

00介護職員等処遇改善加算V (8)
どちらか1つを実施介護職員等処遇改善加算V (9)
どちらか1つを実施介護職員等処遇改善加算V ao)

00介護職員等処遇改善加算V al)
どちらか1つを実施介護職員等処遇改善加算V (12)
どちらか1つを実施介護職員等処遇改善加算V (13)
どちらか1つを実施介護職員等処遇改善加算V aり

注(0)は加算1~Ⅳの定前に旧ベースアップ等加並ぴに新加 V②,倭,フ},⑨及び⑬を未

任用要
件・賃金研修の実
体系の整施等
備等

④キャリ
アパス要

件Ⅱ

1 ~1V及び
①月額賃
金改善要
件1

加V
②月額賃
金改善要

件Ⅱ
旧べア加

新加算Ⅳ算相当の
のν2以 2/3以上
上の月額の新規の
賃金改善月額賃金

⑤キャリ
アパス要
件Ⅲ

0 0

0 0

どちらか1つを実施

0

昇給の仕
組みの整

備等

過区ノの
③キャリ④キャリ
アパス要アパス要
件1 件Ⅱ

⑦キャリ
アパス要
件V

(8万円
又は440
万円一人

以上)

介護福祉
士等の配
置要件

任用要

件・賃金研修の実
体系の整施等

備等

表2-3 新加 V (経過措置区ノ)の定要件旧3加の定況)

処遇改善処遇改善処遇改善等特定処

⑧職場環境等要件

定件
⑤キャリ
アパス要
件Ⅲ

職場環境
全体で1

介護職員等処遇改善加算V (1)
介護職員等処遇改善加算V (2)
介護職員等処遇改善加 V (3)
介護職員等処遇改善加算V (4)
介護職員等処遇改善加算V (5)
介護職員等処遇改善加算V (6)
介護職員等処遇改善加算V (フ)
介護職員等処遇改善加算V (8)
介護職員等処遇改善加算V (9)
介護職員等処遇改善加算V Uの
介護職員等処遇改善加算V aD
介護職員等処遇改善加算V a2)
介護職員等処遇改善加算V a3)
介護職員等処遇改善加算V (14)

令和7表2-4 参

金改ジ外の要件
⑥キャリ⑦キャリ
アパス要アパス要

件V件Ⅳ

改善後の

賃金要件介護福祉
士等の配

以上)

0

0

職揚環境
区分ごと

1

昇給の仕
組みの整

備等

0

0

0
0

定前に加 V2},姓,

0

金ジ外の
④キャリ⑤キャリ
アパス要アパス要

件Ⅲ件Ⅱ

柵掲載等
を通じた

見える化

介護職員
処遇改善

加算1~
Ⅲのい,*

れかの算
定

研修の実
施等

⑥キャリ
アパス要
件Ⅳ

昇給の仕
組みの整

備等

00

00

00

0
定だった場合に満たす必要がある要件

改善後の

賃金要件
(440万

円一人以
上)

⑦キャリ
アパス要
件V

⑧職場環境等要件

介護福祉
士等の配
置要件

職場環境
全体で1

職場環境
区分ごと

1

HP掲載等
を通じた

見える化

区分ビと区分ごと HP掲載等
を通じた

に1以上に2以上」

の取組の取組(取組内
向上は2 恂上は3
以上)以上)具体的記

0

0

⑧職場環境等要件

表2-3
に掲げる

旧3加算
の算定状

況

介護職員等処遇改善加算1
介護職員等処遇改善加算Ⅱ
介護職員等処遇改善加算Ⅲ
介護職員等処遇改善加算Ⅳ
注(0)は n l~1Vの

介護職員
等特定処

遇改善加
算Ⅱ

P の加 1~1Vの 定
①月額賃②月額賃 ③キャリ
金改善要金改善要 アパス要

件1件Ⅱ件1

旧べア加

新加算Ⅳ算相当の任用要
のV2以 2/3以上件・賃金
上の月額の新規の体系の整
賃金改善月額賃金備等

改善

00

00

00

0(0)
フ},9 及び 3}を未

0

定だった場合に満たす必要がある要件

介護職員
等

ノ、tース

アップ等
支援加算

一
一
一
 
0
 
0

一
一
一
0
0
-

一
一
一
0
0
-

リ
要
の
件

ヤ
ス
Ⅳ
後
要

キ
パ
善
金

⑥
ア
改
賃

0
0
0
一
一
一

一
一
一
0
-

-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

一
一
一

0
0
一
一
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
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0
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一
一
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一
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一
一
一
一
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一
一
一
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0
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0
一
一
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一
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-

一
一
0
0
-
0
一
一
0
一
一
0
一
一

0
0
一
一
0
-
0
一
一
0
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
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-
0
0
-
0
0
0

0
0
一
一

-
0
-
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0
-

一
一
0
0

0
-
0
一
一
一
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0
一
一
一
一
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一

一
一
0
一
一
一
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表3 新加算1~1Vと旧ベースアップ等加算の比率(月額賃金改善要件Ⅱ)

介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率との比

サービス区分 介護職員等処介護職員等処介護職員等処介護職員等処
遇改善加算1 遇改善加算Ⅱ遇改善加算Ⅲ遇改善加算IV

訪問介護 16.5%10.フ% 13.1%9

夜問対応型訪問介護 13.1% 16.5%10.フ%9.

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 16.5%13.1%10.フ%9

(介護予防)訪問入浴介護 13.9% 17.4%Ⅱ.フ%Ⅱ

通所介護 17.1%13.フ%12.2%Ⅱ

地域密着型通所介護 13.フ%11.9% 17.1%12.2%

(介護予防)通所りハビリテーション 11.6% 12.眺 15.1% 18.8%

(介予防)特定施設入居者生活介護 13.6% 17.0%12.2%11.フ%

地域密着型特定施設入居者生活介護 17.眺11.フ% 12.2% 13.眺

(介予防)認知症対応型通所介護 12.フ% 13.2% 15.3% 18.8%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 11.4% 16.0%12.6%11.6%

看護小規模多機能型居宅介 11.6%11.4% 16.0%12.6%

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 12.3% 12.9% 18.4%14.8%

介護老人福祉施設 14.1% 17.フ%11.4% 11.フ%

地域密着型介護老人福祉施設 11.4% 17.フ%U.フ% 14.1%

(介護予防)短期入所生活介護 14.1%11.フ% 17.フ%11.4%

老人保健施設 11.2% 14.8% 18.1%10.6

(介護予防)短期入所療養介護(老健) 10.6% 11.2% 18.1%14.8%

(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) 10.6% 17.2%13.既9.8%

介護医療院 9.8% 17.2%13.8%10.6%

(介護予防)短期入所療養介護(医療院) 17.2%9.8% 10.6% 13.8%

護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問護と、通所型は通所護と同じとする。

4

訪問介護

夜問対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(護予防)訪問入浴介護
通所介護

地域密着型通所介護

(介護予防)通所りハビリテーション
(介護予防)特定施設入居者生活介護

地城癌着型特定施設入居者生活介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規槙多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介
(介護予防)認知症対応型共同生活介謹

老人福祉施設
地域癌着型介護老人福祉施殷

(介護予防)短期入所生活介護

介護老人保健施設

(介護予防)短期入所療養介護(老健)

(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))

ノ護医療院

(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

キ リアパス V

サービス区分

士 の を_るのとしてが必
区分

特定事業所加 1

サービス提
サービス

ービス

サービス

サービス提供体制強化加算1

訪問型サービス(総合事業)

サービス提供体制強化加算1 サービス提供体制強イヒカn算Ⅱ通所型サービス(総合事業)

注1 地城密着型通所介護のサービス提供体制強化加算Ⅲイ又は口は療養通所介護費を算定する場合のみ
注2 訪問型サービス(総合事業)は、対象事業所に併設する指定訪問介護事業所において特定事業所加算1若しくはⅡを算定していること又は対象事業所において
特定事業所加算1若しくはⅡに池じる市町村独自の加算を算定していることを要件とする。

サービス提供
サービス提供
サービス

サービス提供
サービス提供
サービス

サービス
サービス
サービス

ナ加

特定事業所加

サービス提
サービス

ービス

サービス提制

サービス提供体制強イヒ加算Ⅱ

サービス提供制イ
サーピス提供制強イヒ加

制サービス提
制サービス提供

サービス提供 制
ービス

サービス提 化
ービス

サービス

サービス提供体制強イヒ加算Ⅱ

サービス提供制イ Ⅱ

サービス提供体制強化加Ⅱ

サービス提供体制強化加Ⅱ

ービス U Ⅱ

サービス提供体制強イヒ加算Ⅱ

の

サーピス提供体制強化加算1

サービス提供制イ

サービス提供体制強化加 1

サービス提供体制強化加 1

サービス ヒ 1

サービス提供体制強化加算1

び加区

サービス提供体制強化加算1又はⅡ
独自の加にじる

併設本体事業所において旧特定
加算1又は新加算 1の届出あり

サービス提供体制強化加算Ⅲイ又は
口

入居継続支援加算1又はⅡ
入居継続支援加算1又はⅡ

日常生活継続支援加算1又はⅡ
日常生活継続支援加 1又はⅡ
併設本体施設において旧特定加算1
は加 1の あり

特定事業所加算1又はⅡに準じ
る市町村独自の加算

併設本体施設において旧特定加算1
又は新加 1の出あり
併設本体施設において旧特定加算1
又は新加 1の届出あり

設本体施設において旧特定加算1
又は新加 1の届出あり

荏
筏
荏
眺
眺

侍
伽
伽
俳
佑
侍
侍

一
一
一

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

イ
イ
イ
イ

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

ー
ー
ー
ー

イ
イ
イ
イ

制
」
」
」

Ⅱヒ

ヒ
ヒ
ヒ
ヒ

イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
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表5-1 職場環境等要件(令和7年度以降)

区分

入職促進に向けた取
組

資質の向上やキャリ
アアップに向けた支

内容

①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事口ーテーション・研修のための制度構築

③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の
実績でも可)

④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする
者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、疇疲吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職

に対するマネジメント研修の受講支等
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時問正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員へ
の転換の制度等の整備

⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、 1週間以上の休暇を年に●回取得、付
与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行って
いる

⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行ってい
る

⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善
の研修等の実施

⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
厚生労働省が示している生産性向上ガイドライン」に基づき、業改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチー

'ーうていムのムの立上ι の

⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時問調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・驥の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整
備を行っている

⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
⑳介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タプレット端末、スマートフォン端末等)
の導入

⑳介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排池支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員問の
連絡調整の迅速化に資するIC1機器(ビジネスチャットツール含む)の導入

⑳業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付
け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しや
シフトの組み換え等を行う。

⑳各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフ
ラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
⑳ミーティング等による職揚内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内
容の改善

⑳地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
⑳利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
⑳ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

^

両立支援・多様な働
き方の推進

腰痛を含む心身の健
康管理

生産性向上(業務改
善及ぴ働く環境改
善)のための取組

やりがい・働きがい
の醸成

表5-2 職場環境等要件(令和6年度中)

区分

入職促進に向けた取
組

資質の向上やキャリ
アアップに向けた支
援

内容

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
事業者の共同による採用・人事口ーテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者
に、る疾吸 1 認知症ケアサービス提供者研修中堅職に対るマネジメント研修の講支等

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への
転の制度等の整備
有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰
痛対策の実施

短時問勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故.トラプルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タプレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロポットやセンサー等の導入による業務量の縮減
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業

による'割担の明ヒの提

5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・蓑の頭文宇をとったもの)等の実践による職場環境の整備
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容
の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
利用者本位のケア方針なE介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有tる機会の提供

両立支援・多様な働
き方の推進

腰痛を含む心身の健
康管理

生産性向上のための

業務改善の取組

やりがい・働きがい
の醸成



令和6年度処遇改善計園容(新加算及ぴ旧3加算)作成用甚本情報入カシート

●はじめに本シート(甚本情報入カシート)の黄色セルに入力することで、加算の対象事累所都に関する蓋本的な惰報が、各様式に自動的に転記されまオ.

【注意】本シートは樫式作成用のため、本計書の捉出を紙で行う場合、本シートの按出は木要です.ただし、自治休に子媒体で提出する場合は、本シートを用除せずそのまま擾出してください.

●「別紙様式2-1」を完成させるには、「基本惰カシート」1別紙様式をーユ」「別紙様式之一3」及び「別帳様式2-4」から転誓される惰報が必要です.まずはこれらのシートを完成させてください。
ただし、令和7年3月までに年度途中の新加算の区分変更を行う予定がない場合、「別紐様式ユ4」の艶入は不要で,.

ワ^シート入力

の箕れ

●「別紙様式ユー1」に記載する各加算による貫金改善の見込額について、具体的な算出方怯は問いませんが、各職員に対Lて各加算を原資として行う予定の買金改暑額を額み上げる(足し上げる)などの適切な方法により推計してくださ
い.また、「金額」を記入する榔には、基ネ給、手当.賞与等(退鳳手当を除く.)を含む金額を記ノ、してください.

甚本情報
入カシート

各如釦=よる賃金改善峻の
拝出イメ"ノ【4・6月分Φ偵)

■●場告
楓出キ要

区ニニニニニつ
一郁自動賑飽

1 提出先に闘する情報

旧3加算及び新加算の届出に係る提出先の名称を入力してください.

厘ヨ毛厘コヲ_厘コー

加算提出先

2 盆本情糧

下表に必

佳人名

置金^
●竺卑●●

,亀^此
よ尋■●電善

.

令

を入力Lてください.記入内客が各様式に反映されます

コリガナ

名称

注人住所〒

住所1(地・住居暑号まで)

住所2(建物名等)

法人代表看名

氏名

フりガナ

氏名

電篇譽号

E・JE.訂

,阜帥^此
よ畢

ユユ万円

'苫円
●卑尊1耳^
,豊,高"

4万円
●●,^
重●1冨^

1万円
●尋●,゛^
冨●,●門

●、風,^仁
よ'貴^●

昂万円

,万阿
尋ネ軸,高凡
●邑,耳骨

ユ万円
●●,耳^
震●1■"

.

令
'0万円

禽顕作成
担当者

連轄先

1万円
冨●1高"

3 加算の封叡事案所に関する惰報

項を入力してください.記入内容が別紙様式2-2.2-3、2-4に反映されまサ'.下表に

※「一月あたり介謹報酬気位敷」1=は、一月あたり介腫軸酬位敷として込庄れる単位電を、前年1月から11月までの1年闇の介雁鴨幽航単位敷(各酉加翼減鼻壱含む.)を1ユで障するなぞの方怯によって推計し.事案所ごとに記量してくださ
い.また、「一月あたり知遍改昏加算、"定加算及びぺースアウプ等加算単恒敷」1こは、前年1月から1き月までの1釋間の処遇敬加算、特定加翼及びべースアウプ加算を1ユで除するなどの方怯によって椎計し、亭粛所ごとに記餓してください.
なお、遍物な弧砲改昏針圏を箕定するため.令和6年盧に事煮拡大等に伴う単位最の増隷が込まれる場合には、モれらの増誠の込を反鹸させる等のを行って、是し支えません.

一月あたり介韻報酬一月あたり墾遇改替加峯章所の所在地
一月あたり介長報酬髭単 翼.特定如算及び代ース 位敷{介饅保賦事宴所響号 事案所名指定権者名通し暑号 サービス名

位歌t 位] 窒卸箕丑t'ベース丁ウプアップ等加翼単位融ι郭道府県 市区町村
)1 位]樹

1万円
写●尋1●阿.

量●,●月

^計9万円

^

^

計7万円

計2万円

θ

令和6年度計画書

竪

2

3

4

5

10

6

7

1 位あたりの
価(粕域価)

U弓】



提出先別紙様式2-1 総括表

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(令和6年度)

1 基本情報
フりガナ

法人名

法人所在地

フりガナ

書類作成担当者

電話番号連絡先

2 賃金改善計画について

(1)加算額以上の金改善について(全体)
令和6年度に賃金改善が必要な額と賃金改善の見込額

①令和6年度の加算の見込額

うち、令和5年度と比較して令和6年度に増加
i)する加算の見込額

うち、令和7年度の賃金改善に充てるため
ア

に繰り越す部分の見込額

令和6年度の賃金改善に充てる必要がある加算の
見込額(賃金改善が必要な額Xa-C)

令和6年度の賃金改善の見込額
(e)

(②の額以上となるこど

令和5年度と比較した令和6年度の増加分の配分方法

令和5年度と比較して令和6年度に増加する加算 佃④の見込額(繰越分を除く。xb-0)
令和6年度に④を原資として行う新たな賃金改善

⑤の見込額(ベースアップ(基本給及び決まって毎月支払(E)
われる手当の一律の引上げ)1こよるもの)

⑤以外で、その他の手当、一時金等による新たな
⑥賃金改善の見込額'
⑦新たな賃金改善の見込額の合計(E,h)

円

E-mail

【記入上の注意】

(b)には、令和5年度と比較して令和6年度に増加する加算の見込額として、旧3加算の上位区分への移行によるもの(令和6年4・5月分)並びに
令和6年度改定での加算率の引上げ及び新加算1~Ⅳへの移行によるもの(令和6年6月以降分)の合計額が別紙様式2-2、2-3及び2-4から自
動で転記される。このうち、令和7年度の賃金改善のために繰り越す額(C)を除いた額が、(丹に転記される。

介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のべースアップへとっながるよう、令和6年度分の加算額の全額を令和6年
度内の賃金改善に充てることは求めず、介護サービス事業者等の判断により、その一部を令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることを認め
る。令和7年度に繰り越す額は、(b)を上回らない範囲内で各事業者等において設定し、(C)1こ記載すること。また、繰越分は全額令和7年度の賃
金;攻善に充て、期間中に事業所が休廃止した場合には、必ず一時金等により介護職員その他の職員の賃釡として配分すること。
(e).(Exh)には、新加算等の定により実施する介護職員の賃金改善の見込額を計算し、記入すること。その際、加算による賃金改善を行った
場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

(E)は佃の見込額以上となること。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えぱ、令和6年度介護報酬改定を
踏まえ賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。したがって、
(i)の値(g+h の合計)が佃以上であれぱ差し支えない。

(2)加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことの約

←口口処遇改善加等による賃金改善以外の郁分で賃金水皐を引き下げません。

【記入上の注意】
「処'改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、①「加算取得年度の賃金の総額」から「当該年度の各加算による

賃金改善所要額の総額」を除いた額と、②「前年度の金の総額」から「前年度の各加額及び独自の賃金改善額」を除いた額を比較し、①の額
が②の額を下回らなし、(加算等の影響を除いた賃金額の水準を引き下げない)ことをいう。実報告では、これらの賃金額の具体的な記載を求
めるため、詳細な考え方は、別紙様式3-1(報告)2(2)を参照すること。

ただし、サービス利用者数の大幅な減少等の影により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を別紙様式5「特別
な事情に係る届出書」により届け出ることで算定要件を満たすこととする。

4^

円 4^

円

4^

゛^

円

円

゛^ 4^

4^

円
円

〒

円
円

②
③

命
愉
命
⑥

ω
ω



(3)賃金改善を行う賃金項目及ぴ方法

①賃金改善実施期間 令和 月~令和年 年

②賃金改善を行
口手当(既存の増額)口賞与口基本給 手当(新設) 口その他う給与の類

(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規貝小規程)

回賃金規程回その他(口就業規則

(賃金改善に関する規定内容)※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を抜き出す等すること。

③具体的な取
組内容

④ベースアップ
の実施予定

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を丕釜とするなど明確にすること。

(上記取組の開始時期)令和 予定月(実施済年

実施しない場

口実施する合、やむを得な
い事情

3 介護職員等処遇改善加算等の要件について
(1X 考)月額賃金改善要件1(新算ⅣのV2以上の月額賃金改善)【新加算1~Ⅳ】

ナ、、ー
■

・・ 6

1 令和6年度の新加算Ⅳ相当の見込額の1/2

令和6年度の加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金
②

改善による額(①の見込額以上となること)

【記入上の注】

令和7年度以降に新加の算定を行う場合は、本要件を必ず満たす必要があることから、上記のグレー色のセルに「X」が付く場合は、令和6年
度中(令和7年3月末まで)に、 などの必要な対応を行うこと。^、

円

円

円)

円

円

円)

(2)月賃金改善要件Ⅱ(旧べア加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善)【新算1~Ⅳ】
※新加 1~Ⅳを定するまで旧べア加又は新加算V②・(4)・⑦・⑨・⑬を算定していなかった事業所のみ

1 加算への移行に伴い、新たに増加する旧ベースアッ等加算
円

相当の見込額 ゛^

②新たに増加する旧ベースアッ等加算相当を原資として実施す
円 (%)

る新たな賃金改=の見込額
i)うち、基本給等の新規の引上げによる賃金改善の見込額 優^

(①の額の2/3以上となること)
(括弧内は月額a0か月問定するとした場合))

うち、本給等の新規の引上げによる賃金改善の見込額(総
額)(括弧内は月額(2か月間算定するとした合))

月( か月)

(3)月額賃金改善要件Ⅲ(旧ぺア加算額の2/3以上の新規の月額賃金改善)【旧べア加算】

旧ベースアップ等算を算定する所について】【令和5年度から

=令和6年度も令和5年度のべースアップ等加の配分のために行ったものと伺等以上の賃金改善を継続することを誓約すること

"0
令和5年度旧ペースアッ等算を算定しており、令和6年度も同様の賃

口 を継続します。

【令和6年4・5月から新規に旧ペースアップ等算を算定する事業所について】
⇔新規に定する事所の旧ペースアップ等加について、介職員とその他の職種のそれぞれについて、賃金改善の見込額の3分の2以

上が、本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の引上げに充てられる計画になっていること

①新規に定する旧ベースアップ等加の見込額 円←

②旧ベースアップ等加算による賃金改善の見込額(i・iiの合計) 円←

i)旧ベースアップ等加算による賃金改善の見込額 ゛^

ー^

優^

円 ゛^

円 優^

優^ '[ニコ叩一回

'[ニコ叩ーロ

うち、基本給等の新規の引上げによる金改善の見込額(総
額)(括弧内は月額(2か月問定するとした合))

ii)旧ベースアップ等加算による賃金改善の見込額

↑
↑

Ⅱ
介
護
職
員

そ
の
他
の

職
員

円
)



(4)キャリアパス要件1・Ⅱ

【新加算1~Ⅳ・V(1)~{6)・V侶)・V⑪、旧処遇1・Ⅱ】才キャリアパス要件1とⅡの両方を満たすこと。

⇔キャリアパス要件1とⅡのどちらかを満たすこと。【新加算V17)・⑨・4の・⑫~⑭、旧処遇皿】

ヤ1アパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)

口次のイからハまでのすべての基準を満たす。←

イ介護職員の任屋における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

ロイに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハイ、口について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

令和6年度中(令和7年3月末まで)1こ介護職員の任用要件・賃金体系を定め⇔上記が「X」の場合、令和6年 口 ます。度中の備を誓約すること。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

口次のイと口の両方の基準を満たす。 優^

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいずれかに関
イ する具体的な計画を策定し、研の実施又は研修の機会を確保している。

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の
能力評価を行う。※当該取組の内容について以下に記載することイの実現のた

めの具体的な
取組内容

(該当する項
目にチエック
(ゾ)した上

で、具体的な
内容を記載)

圧ヨ

ロイについて、全ての介護職員に周知している。

令和6年度中(令和7年3月末まで)に研修等に係る計画を策定し、研修の実=上記が「X」の場合、令和6年 口
施又は研修機会の確保を行いま。度中の実施を誓約すること。

①

(5)キャリアパス要件Ⅲ【新加算1~Ⅲ、Ⅵひ(3}・⑧、旧処遇1】

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕みの整備等)

口次のイと口の両方の基準を満たす。 '^

介.職員につぃて、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設け
イ

ている。

資格取得のための支援の実施※当該取組の内容にっいて以下に記載すること

②

経験に応じて昇給する仕組み
口① ※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。具体的な仕組

みの内容(該 資格等に応じて昇給する仕組み

口②※「介福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して当するもの全
就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。てにチエック

(y)するこ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

口③※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客的な評価基準や昇給条件が明と。)
文化されていることを要する。

ロイについて、全ての介護職員に周知している。

=上記が「X」の場合、令和6年度中
口令和6年度中(令和7年3月末まで)1こ給の仕組みを整備します。

の整備を誓約すること。



(6)キャリアパス要件Ⅳ【新加算1・Ⅱ、vn)~⑦・⑨・佃)・⑫、旧特定 1・Ⅱ】

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金件)=以下の欄が「0」の場合、要件を満たしている。

.(別紙様式2-2「⑥キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記)旧特定加算 1・Ⅱの要件(4・5月)

才(別紙様式2-3「⑥キャリアパス要件Ⅳ」の棚から転記)新加算 1・Ⅱ、 V①~(フ}・19)・aの・⑫の要件(6月以降)

⇔(別紙様式2-4「⑥キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記)新加算1・Ⅱの要件(年度内の区分変更後)

⇔上記のいずれかまたは全てに「X が付いた合、このに記入すること
「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由

N業諾欝
口職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化
することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

口その他(

(フ)キャリアパス要件V 【新算1、 va)・②・⑤・{フ}・⑩、旧特定口

キャリアパス要件V(介護福祉士等の配要件)■以下のが「0」の場合、要件を満たしている。
コ(別紙様式2-2「⑦キャリアパス要件V」の欄から転記)旧特定加算 1の要件(4・5月)

新加算1、vn)・{2}・(5)・17)・do)の要件(6月以降)つ(別紙様式2-3「⑦キャリアパス要件V」の欄から転記)

新加算1の要件(年度内の区分変更後) ⇔(別紙様式2-4「⑦キャリアパス要件V」の欄から転記)

(8)職場環境等件

【新加算1・丘、 va)~{フ)・⑨・恂)・⑫及ぴ旧特定 1・Ⅱを算定しない場合】

=届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック(y)すること。
、

つ

組を選択するに当たっては、本計画書3(4)・(5)「キャリアパス要件」で選択した事項と重する事項を選択しないこと。)

【新加算 1・Ⅱ、 vn)~{フ)・{9)・⑩・⑫又は旧特定 1・Ⅱを算定する場合】
=届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック(y)すること。複数の取組を行い、

質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様なき方の推進」、「痛を含む心身の康管理」、「生産性向上の
ための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の 'こ

、
こつ、 つ 0

区分

入職促進に向
けた取組

内容

法人や事業所の経理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

口事者の共同による採用・人事口ーテーシヨン・研のための制度築
口他産業からの転職者、主、中年齢者等、経験者・有'格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
口職業体験の受入れや地行への参加や主催等による職案魅力度向上の取組の実施

口働きながら介福祉士取得を目指す者に対する実務者研受講支援や、より門性の高い介口に対する吃喪吸引、認知症ケア、サービス提供任者研、中堅職員に、゛するマネジメント研
口研修の受講やキャリア段位制度と人考課との連動
ロエルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
口上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

子育てや家族の介護と仕の両立を目指す者のための休業制度等の充業所内託児施設の整備

口職員の情等の状況に応じた勤務シフトや短時問正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員へ口の転換の制度等の備
口有給休暇が取得しやすい環境の整備
口業務や福利生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

口介職のの負軽'のための介術の得支、介證ロハツトやりフト等の介器等入及研修等による口腰痛対策の施'

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

両立支援・多
様なき方の
推進

腰痛を含む心
身の健康管理

生産性向上の
ための業務改
善の取組

口短時間勤務労働者等も受診可能な健康診・ストレスチエツクや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
口用管理改善のための管理者に対する研等の実施
口事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介.ロボットやセンサー等の入による業務の縮減

高者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業
口 務の提供)等による役割分担の明確化

05S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・;潔・襲の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
口務手順の作成や、記録・報告様式の工夫等による報共有や作負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上1ごする、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

口利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぷ機会の提供
ケアの好事例や、利用者やその家族からの等の情報を共有する機会の提供

^^

け二こし、取0

「入職促進に向けた取組」、

口職場環境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の自社のホームページへの掲載

やりがい・働き
がいの醸成

口職境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の「介・サービス情報公表システム」(「事業所の特色」欄)口での選択ホームページ
への掲載

技術を取得しようとする者
の受講支援等

【見える化要件】【新加算 1・Ξ、 V I ~フ・ 9・ao・⑫、旧特定 1・Π】

実施する周知方法について、チェック(y)すること。なお、令和6年度中の見込みでも差し支えない。



4 要件を満たすことの確認・証明
以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(y)すること。

処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。口
また、処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

令和7年度に繰り越す額(2(1)①iア)がある場合は、全額、令和7年度の更なる賃金改善に充てま
口す。期問中に事業所が休廃止した場合には、一時金等により介護職員その他の職員の賃金として配

分します。

キャリアパス要件1~Ⅲのうち、満たす必要のある項目について、証明となる書面を作成し、職員に周
口知しました。また、計画の提由蒔点で書面の準備ができていない場合は、令和6年度中(令和7年3

月末まで)に書面を整備します。

口労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関す
る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

労働保険関係成立届、
口労働保険料の納付が適正に行われています。 確定保険料申告書

会議録、周知文書本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

※各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
※本様式への虚偽a 載のほか、旧3加算及ぴ新加算の請求に関して不正があった場合並びに指定権者からの求めに応じて書類

の提出を行うことができなかった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がある。

氏

確認事項

本処遇改善計回書の記載内容・確認事項の内容に間いありません。
記載内容を証明する料を切に保管することを誓約します。

日法人名年令和 月

代表者職名

(確用)提出前のチェックリスト
以下の項目にオレンジ色の「X」がないか、提出前に確認すること。「x」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
※空欄が表示される項目は、記入が不要であるため対応する必要はない。

2 賃金改善計画について
令和7年度への繰越し見込額が令和6年度に増加する加算の見込額を超えない計画となっている

0)令和7年度に繰り越す額を除いた加算額以上の賃金改善を行う計画となっている

令和6年度に増加する加算の見込額を超える賃金改善を行う計画となっている

(2)加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことを約している

(3)賃金改善を行う賃金項目及ぴ方法を記載している

3 介護職員等処遇改善加算等の要件について
a)月額賃金改善要件Ⅱ旧ベースアップ等加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善を行う計画になっていること

令和5年度から継続して旧ベースアップ等加算を算定する事業所について、令和5年度以前から
の賃金改善の取組の継続を誓約していること

令和6年4・5月から新規にべースアップ等加算を算定する事業所について、旧べア加算額以上の
(2)月額賃金改善要件Ⅲ新規の賃金改善を行う計画になっていること

a U こよつての2 3P 、ヘースアツ てら=のこついて、 こ

いること
二 言 U ここつ、 i＼^ bツ、、

なっていこと
キャリアパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)の画
方を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年3月末まで)1こ介・職員の任
用要件・賃金体系を定めること盈益研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確
保を行うことを誓約していること

(3)キャリアパス要件 1・Ⅱ
キャリアパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)のど左
旦力Σを満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年3月末まで)に介護職員の
任用要件・賃金体系を定めることΣ住研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会の
確保を行うことを誓約していること

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年
キャリアパス要件Ⅲ(4)

度中(令和7年3月末まで)に昇給の仕組みを整備することを誓約していること

賃金改善額が月額平均8万円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所
(5)キャリアパス要件Ⅳあたり1以上となるような計画になっていること。ただし、満たさない場合は、小規模事業所等であ

る等の理由を記載すること

キャリアパス要件V(介護福祉士の配置等要件)を満たすことキャリアパス要件V(6)

新加算等の区分ごとに必要な数以上の職場環境等要件の取組を行っていること
職場環境等要件(フ)

情報公表システム等での見える化要件を満たすこと

4 要件を満たすことの確認・証明

証明する資料の例
(指定者からの求め

に応じて提出)

就業規則、給与規程、給
与明細等

就業規則、給与規程、給
与明細等

就業規則、給与規程、資
質向上のための計画等

^必要な項目が全て選択されていること
^誓約・記名が行われていること



別紙様式2-2個票(令和6年4・5月分)

法人名

処遍改善加算頓1 込顧)の合計【円]【別鳳挿式2-12UX'の内数)

特窒加算(見込●)の合計1円Ⅱ別畿橿式?・120)ωの内厳)

ベースフ^加奪(見鈷頓)の合計1円](割紙掃式ユ・1才O×.)の内敷)

うち、に算寔する旧べア加算の込額【円】(別紙樫式?・130)①
に転記)

旧き加算のうち、令和6年度1 増加゛る加算峡の見込噸
ι旧3加算の上位区分への#朽1 よるtの)(創憾掃式才 1才Uxb)の内霊)

の

とであるかは、知遍酸善加耳,特建加算.貞スアップ等加隷による賃壷酸畳額を含む金軸で馴断,ること.

介謹保餓
事所号

指定権者名

事所の所在地

乏

郷道
府県

市区
町村

3

【記入上の注意】
・記入所は色付きのセルだ1ナです.

「^「^のセルには、頂則として全て記入してください。

事案所名

4

サービス名

畳遇加算 1 位

,ーリ介護岨の定加算.ペース加算の区

5

(.)

6

(b)

(参考)
令和5郊度

7

処遇改善加算

特定加算

ペスアップ等加算

先圭改善扣奪

侍定加算

ペスアップ等加算

処遇改善加算

特窒卸算

ペスフップ捧加算

処遇改善加算

侍窒加翼

ペスアップ等加算

知遍改善加算

特定加

ペスアップ婆加算

知遍故善加算

特定加算

ペスアップ晦加鼻

処這改普卸算

粍建加算

パスアップ等加算

知書改善加尊

特定加算

ペスフップ捧加算

見憲改各加算

偽定扣算

ペスアップ辱加鼻

処遇改善加算

特定加算

ペスアウプ等加算

※令和6年3
月時点

8

令和6年4・5
月に算定す
る処遇加算
等の区分

9

10

算定対象月
(田

※通常は令和6年4月~令和6年5月

令和6年度

^令和6卑
^令和6卑
^.和6卑
^令和'卑
■如'・
^令和'卑
^令和●卑
^令和.卑
^令舶'庫
^令如■卑
^令如■卑
^令旬'卑
^,和.卑
^令和6卑
^争旬■卑
^令和6卑
■仙'・
^令如.髭
^.和'厚
^令和6卑
^.和'卑
^竜和●卑
■仰.*
^令和6卑
^令和6卑
^.和'卑
^令和6母
^令和6卑
^令和6卑
^令和4卑

4円一゛和'卑 5月

4月一争和'卑 5月

⑥キャリアバス要件Ⅳについて
賃金酸額が月韻早均8万円以上又は哉後の賃金が年韻440万
円以上となる竜の數

特定加拝 1・Ⅱの算定を届け出た事案所叡(鍾期入所・予防・韓合事
案での重鞭を隙く.)

4 角』゛和'倖

4月一争和■卑 5 兵{才寺月】

処遇加算等の
見込噸[円]

(. x b x c x d)

4月一争和■卑 5月4 才宇月)

4月一争和■髭 5月(き学月】

1 ケ月)

令和6年度に
増加する加算

額の込額新たに加

フップ弊加

4 兵一令和 6 卑 5月( 2 ケ月)

月

ユケ月】

4月一令和'卑 5月(乏ケ月)

才,月」

4月一令和●卑 5月{ 2 一月1

②月噸金蔓件皿

4月一,和'厚 5月(ユケ月)

提出先

'月一゛和●卑 5月(才ケ向1

③・④キャリアバス要 偶エギャリア値トキャリアバ
a)キやりアバス要件Vバス要件皿ス要件Ⅳ件1・Ⅱ

改後の貫

要件整借等亙U 整偏等呂給の仕組万円以と又は卑状況が分かる加算の算

'員数を記載

4月』市和●卑 5 角(才ケ月1

4月一゛和●卑 5月{ 1 一月1

4月一令和 6 卑 5月{乏,"1

4月』令和●卑 5月(才一月1

4月一令和 6 卑 5月(才ケ月1

'月一令勅■卑 5月ιユ学月】

4月一令和■卑 5 貝ιユー月」

4月一゛和●惇 5月( 2 ケ月1

'月、゛軸●卑 5月(き寺月1

4月一争和■卑 5月{きケ月1

4月一雫和●卑 5月(才ケ月】

4 具一令和●卑 5月(?一月1

'月一令和 6 卑 5月{ユケ月】

4月一争和'卑 5月(ユー月)

4月一争牝■卑 5月( 2 寺月〕

4月一゛和●卑 5月( 2 ケ月」

4月一令和■卑 5月(才学月】

4円一争和'卑 5月ι之一月」

4月一南和■卸 5月ι才ケ月」

戸
三
男
冒
冨
男
冒
三
■
三
男
冒
戸

加
算
宰
ω

加
算
宰

円
円
円
円
円

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■



別紙様式2-3 個票(令和6年6月以降分)

介履唖員等蛤遍哉善加算(見込")の合計ι円]
{別岐惨武? 11("仏)の内費)

うち、介岐廟員等卦高改善加翼N相蟲の1ノ才ι込噸}の告計[円](別憾頼式
き 1,(1】d)の内亀)

うち、慨,二に増加す●伯κスアウプ与加算相血の見込■【円]1剛嚴怖式ユ13
せ1Φの内融」

うち、令和6卑度1、増加する加翼智の見込棚{令和6卑童改建での釦算皐の引
上げ凌U斬加算への特行t よる鳥のX別敏報質ユ12("化肋内般)

1●青1令和6卑度と比蝕し、令和7年度1 増加する加算望の見込韻
4令和6卑塵改定での加算皐の引上げ長U斬加算への弊"によるtの)
入の

月■■万円以との撞曽にっいては、凹特宜加箕相島による賃金遼曽額のみで料断゛る、ι.融●峻の貿壷が
年楓4如万円型とで島るは.顎加翼壷び旧ユ加箕食典での賃合改善輕生含む量抽で輯断tること

介護保険
事案所

号

事所の所在

指定権者
名

惚道市区
府県町村

事婁所名サーピス名

【記入上の注意】
記入所liE乏互藝1 レ のセルだ1ナです

ン のセルには、凍則として全て記入してください.
のセルの入力は必ではありませんが、可能な阻り入力してください

度と要件を賓え

介護哩馴轟の 5月時点のの分算

(b)率降算建司能0斬加

(参身)令和5年

算Vの区分ι上記と
風なる場合"

算定する
斬加算の区分

■御§襲噂
■髭深警

令和6卑度の算
定〒定

(参考)令和7年
度の奪行予定

■御癖舮"
■脇鴇警

※通常は令和日年6月~令和7年3月

算定対煮月
(d)

和 4 坪●月一南和 T 卑ユ月【 10 ケ月)

令和6鐸度の算
室予定

(考)令和7坪
度の移h予定

■"・*・"・.","・"い0 、"
■・,・'・・、・・"・"'・、",
■".*."ー゛",*."',0 、"
■勅*'"一柚.*."いー

⑥キ十りアバス蔓件Nについて(r令和6年度の算定予定」1こついて)

賃金改額が月輔早均8万円以上又は直検の賃金が年頗U0万円以上となる
者の数

噺加算 1・Ⅱ・vnl-{カ・伯卜m・0■の算定竃属け出た事案所数
(鰻期入所・予防・緯合事索での亘鞭陣0

和,卑●月~令和■髭ユ月1 11 ケ月)

皿御二巽噂
■朧欝警
■御癖暫"
■髭爵警
■御二馨咋
■噐繰警
■御二襲頑
■豁湯警
匪郁熊r"
■髭繍警

令和6年度
に増加する

(●考)
Φ月●賢金件1
【令和7卑度一)

和'年●月一令和 1 罪●月( 10 ケ月)

和 1年4月~令和急卑コ角【 1をケ月)

^
②月頓金要件Ⅱ③'④キャリフJ スバス要件フパス要⑦キャリアバス憂件

提出先

和●卑●月一令和 T 卑 3月【 10 一月)

■"'・・"・、・,・・・',0 ・・
■",*."ー."."."い.、",
■"'*."・.",*."',0 、",
■",*'"一●".*,"い..",
■".*."ー*","."い0 、",
■",、'"・・・・・0・',・,・
■"."."ー゛",*."い0 、"
■","・"・゛"・"・"',・、",
亜".*."ー゛","."い0 、"
■","'"~*"."."いー

和 T 卑●月一南和■卑ユ月( 12 一月)

令和6年崖の算
定予定

(参考)令和7年
度の移行予定

■
■'
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■
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■
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別紙様式2-4個票(年度内の区分変更がある場合に記入)

法人名

介N頁員等如遍改曽加隷(見込)の倉計【円](創艦樺式212UX■)の内叡)

うち、介護写血遇改●加算N相当の,/2(込朝)の合計1円K別憾拝式
? 13("d肋内藍)

うち、斬たに増Mする旧代スアウプ等血算扣塾の見込望【円】1別岨挿式ユー1コ
(ユ)d肋内費)

うち、令和6年度1一増加ずる加翼噸の込蛙(令和6鼻度改定での加算亭の引
上ザ及び加算への移行によるものX別員拝式212("化)の内電)

卑"4'0万円立とであるかは.断加算長U旧0加算金偉での黄金法善価を含む葛で制断,ること.

哩1"挑が

所の所在

都道市区
府幣町村

才

【記入上の注意】

このシートは、令和6年中に、新加算の加算区分の変更を行う予定の事婁所がある場合に限り

事案所名サービス名

3

肌永捷堤封臂語拶"畿猪鵬*翻勗製讃彩陬臥根吋

4

ンク色のセルには、原則として全て記入してください

く月あ,り介の 6月時点の

ωι円〕区分

(考)令和5年

.鶴乱梦ゞ
のの新加算の区分

算定可餓な斬如算

8

なる嶋合"

令和年月一令和罪月(一月)

算定する
新加算の区分

令和6郊6月当
初の算定予定

区分箕後の
算定予定

令和6年6月当
初の算定予定

区分慶更後の
算定予定

令和6年6月当
籾の算定予定

区分窒更後の
算定予定

令和6年6月当
初の算定予定

区分変後の
算定予定

令和6郊6月当
初の算定予定

区分窒後の
算定予定

令和6年6月当
初の算定予定

区分変更貸の
算定予定

令和6年6月当
釖の算定予定

区分盛更磯の
算定予定

令和6年6月当
初の算建予定

区分窒更後の
算定予定

令和6卸B月当
初の算定予定

区分変後の
算定予定

令和6年6月当
初の算定予定

区分変後の
算定予定

算定対象月
(d)

令和●年●月一令和 7年3月( 10 寺月)

⑥キャリフバス要件Ⅳについて(「区分変後の算定予定」について)

貫金改頗が月額早均8万円以と又は改善後の賀金が年額4'0万円以ととな
る令の敷

断加算1・Ⅱの算定を届け出た案所敷(短期入所・予防・靴合嘉での重複
除く)

令和年月一令和年興(ケ月】

令和'卑'月一令和 7 卑,月( 10 ケ月)

令和卑月一争和卑月(ケ月)

令和●年■月一令和 7年3月( 10 ケ月)

令和6年度①月額金要件1 ②月噸金蔓件Ⅱ 1.Ⅱアパス憂フパス要

令和卑月一令和年月(ケ月)

令和 4 卑 4月一令和 7年3月【 10 ケ月)

令和年月一令和年月(ケ昇)

令和 4 孝'月~令和 7年ユ月(伯一月)

提出先

令和年月一令和年月(ケ月)

令和 4年4月一令和 1年ユ月【 10 ケ月)

令和年月一゛和年月(ケ月)

令和 6 卑●月一争和,卑 3月( 10 ケ月)

令和卑月一令和卑月【ケ月)

令和 4年4月一令和 7年ユ月( 10 ケ月)

令和年月一令和卑月(ケ月)

令和●作 4月一令和 7年き月( 10 ケ月)

令和年月一令和年月(ケ月)

和'年'月一令和 T 年3月( 10 一月)
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実績報告書(新加算及ぴ旧3加算)作成用基本情報入カシート

●はじめに本シート(基本情報入カシート)の黄色セルに入力することで、加算の対象事業所等に関する基本的な情報が、各様式に自動的に転記されます。
【注意】本シートは様式作成用のため、本実績報告書の提出を紙で行う場合、本シートの提出は不要です。ただし、自治体に電子媒体で提出する場合は、本シー
トを削除せずそのまま提出してください。

●「別紙様式3-Uを完成させるには、「基本情報入カシート」「別紙様式3-2」「別紙様式3-3」から転記される情報が必要です。まずはこれらのシートを完成させて

ワーウシート入

力の流れ

●1万1」戦様式3-Uに言d載する谷加耳によ心頁金改香の"T旻額について、具体的な耳出万法は間いませんが、谷塚貝に対し、谷加昇を原質として行った買金改
善額を積み上げる(足し上げる)などの適切な方法により算出してください。また、「賃金額」を記入する欄には、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む
金額を記入してください。

各加算による賃金改善頗の

算出イメージ(4・5月分の例)

趣翻匪沙
様式3.2,33基本情

入カシート
一郁自転記一

1 提出先に関する情報

新加算及ぴ旧3加算の届出に係る提出先(指定権者)の名称を入力してください。

加算提出先

盛貴亀●

,も に
よ愚賃金酷●

号ら特室竺算に
よる賃金戚善

弓亀貞 に

よ毛賃金敢魯

2 基本情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式に反映されます。

法人名フりガナ

名称

法人住所〒

住所1(番地・住居番号まで)

住所2(建物名等)

法人代表者職名

氏名

フりガナ

氏名

電話番号

32万円

6万円
甚*他,万円
辱盛,万門

4万円
卓"■万円
重皐1万門

1万円
碁*聡1チ円

貫卑,〒円

一郁自動転記

26万円

3万円
昌*抽ユ万円
畢島1万阿

2万円
●島1万角
胃卓1万円

S:靈D
式3.1

40万円

書類作成
担当者

連絡先

R6実績報告書

1万円
暫卑1万門

1万円
晶*齢1チ円

与1〒円

3 加対象事案所にする情報
下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式3-2及ぴ3-3に反映されます。

車所の所在地
指定権者名介護保険事業所番号通し番号

市区町村都道府県

計9万円

計7万円

"

計2万円

12

事業所名

2

3

4

5

サーピス名

6

7

8

9

10

一
二

.
,

・
令

.
,



別紙様式3-1

1 基本情報
フりガナ

法人名

法人所在地

フりガナ

書類作成担当者

電話番号連絡先

2 実綾報告について

(1)加算額以上の賃金改善について(全体)

定した加の合計

①令和6年度の加算額

うち、令和5年度と比較して令和6年度に増加し
i)た加額

うち、令和7年度の賃金改善に充てるため
ア

に繰り越す部分の額

②令和6年度に金改善が必要な額(.-0)

令和6年度の賃金改善額
3

(②の以上となること)

提出先

介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)

^

^

令和5年度と比較した令和6年度の増加分

令和5年度と比較して令和6年度に増加する加
佃④額(繰越分を除く。xb-0) 円 ゛^遷^

令和6年度に④を原資として行う新たな賃金改善額
⑤(ペースアップ(本給及ぴ決まって毎月支払われる手当(") 円 ー^

の一律の引上げ)によるもの)

⑤以外で、その他の手当、一時金等による新たな
(h)6

金改善の額

⑦新たな賃金改善額の合計(g゛h) (i) 4^

実施していない

⑧ベースアツ'合、ベース 場合、やむを得
ない事情

【記入上の注】

・(e)・(ω・(h)には、新加算等の算定により実施する介護職員の賃金改の額を計算し、記入すること。その際、加算による賃金改善を行った場合の法
定福利等の主負担の増加分を含めることができる。

・(")は佃の額以上となること。ただし、ベースアップのみにより行うことができない場合には、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差
し支えない。したがって、(i)の値('+h の合計)が(D 以上であれぱ差し支えない。

(2)加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて

G)1 令和6年度の加算の影を除いた賃金額 4^

(k)(ア)令和6年度の賃金の総額

(イ)令和6年度の賃金改善額(再掲) (1)

(ウ)令和6年4・5月分の処遇改善支援補助金 (m)
の総額

令和5年度の加算及ぴ独自の賃金改善の影を除
(n)②

いた賃金額(①のは②の額を下回らないこと)

(ア)令和5年度の賃金の総額

(イ)令和5年度の旧処遇改善加算の総額

(ウ)令和5年度の旧特定加算の総額

(エ)令和5年度の旧ベースアップ等加算の総額

(オ)令和6年2・3月分の処遇改善支援補助金
(S)

の総額

(か令和5年度の各介サービス事業者等の
(t) 円

独自の賃金改善額

【記入上の注】

・(0)1こは、職員構成が褒わった等の由により、例えぱ、本年度に入職(退職)した職員と同等の金水準の職員が前年度から在籍していナニ(いな
かっナニ)ものと仮定して計算するなどの方法により、今年度との比較に適したに修正することが可能である。

・(P)~ωは、国民健保険団体連合会から送付される「介護職員処遇改善加等総額のお知らせ」及び「介護職員処遇改善加等内訳のお知ら
せ」に基づいて記入すること。(m)・(S)は、国民健康保険団体合会から送付される「介護員処遇改支援補助金支払額通知書」及び「介護職員
処改善支補助金支払額内訳」にづいて記すること。

・②力ωの独自の金改額とは、令和5年度における独自の金改分(初めて処遇改=加を取した年度以降に新たに行ったものに限る。
旧3加そのものの配分を除く。)をいうものであり、新加等の加額を超えて賃金改善を行った合にはその金額も含む。②力ωに計上する金
額がある合には、必ず「2(3)令和5年度の独自の金改(処改加等の配分以外の独自の金額)」楓に支給額、方法等の具体的な

金改善の内容を記賊すること。

円 4^

E-mail

(C)

円

円

円
円

〒

円
円

円
円
円
円

円
円
円
円
円
円

甸
⑥

佃
甸

甸
⑥
甸
ω



(3)令和5年度の独自の賃金改善(処遇改善加算等の配分以外の独自の賃金額)
.2(2)@X力)の「令和5年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載すること。

独自の賃金改
善の具体的な
取組内容

独自の賃金改
善額の算定根
拠

3 介護職員等処遇改善加算の要件について

(1)月額賃金改善要件Ⅱ(旧ぺア算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善)儁加算1~脚
※算1~Ⅳを算定するまで旧べア算又は新加算V②・④・⑦・⑨・⑬を算定していなかった事業所のみ

①新加算への移行に伴い、新たに増加する旧ベースアップ等加
相当の額

新たに増加する旧ベースアッ等加算相当を原資として実施す
る新たな賃金改善額(①の額以上となること)

うち、ベースアッ等( ゛^つ

円当の引上げ)による賃金改善の額(総額)

(2)月額賃金改善要件皿【旧べア算】※4・5月分のみ

【令和5年度にべースアップ等加算を算定していた場合】
⇔令和6年度も令和5年度のべースアップ等加算の配分のために行ったのと同等以上の賃金改善を行ったことを誓約すること

・ロ口令和6年度もぺア加算を算定しており、令和6年度も同様の賃金改善を継続しました。

【令和6年4月・5月に新規にぺースアップ等加算を算定する場合】
=介護職員とその他の職種のそれぞれについて、賃金改善の見込額の3分の2以上を、ベースアップ等(基本給又は決まって毎月支

払われる手当の引上げ)に充てられる計画になっていること

①新規に算定した旧ベースアップ等加算の額 0円 ゛^

②旧ベースアップ等加算による賃金改善の額(i・iiの合計) 0円 優^

i)旧ベースアップ等加算による賃金改善の見込額

うち、ペースアップ等(基本給又は毎月決まって支払われる手
当の引上げ)による賃金改善額

ii)旧ベースアップ等加算による賃金改善の見込額

うち、ベースアップ等(基本給又は毎月決まって支払われる手
当の引上げ)による賃金改善額

口①

:、口■

口計回書で記載した内容から変がない場合は左柵にチェック(〆)すること。(3)キャリアパス要件1・Ⅱ

【新加算 1~N・vn)~(6}・V侶)・vm)、旧処遇 1・五】 =キャリアパス要件1とⅡの面方を満たすこと。

【新加算V⑦・V⑨・V佃}・V⑫~⑭、旧処遇皿】 =キャリアパス要件1と五の苫ちらかを満たすこと。

キャリアパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)

口次のイからハまでのすべての基準を満たす。←

イ介護職員の任困における職位、職又は職務内容等の要件を定めている。
ロイに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハイ、口について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

Ea

ロイについて、全ての介職員に周知している。

口②

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

口次のイと口の両方の基準を'たす。 ゛^

介護職員の職務内容等を踏まえ、介'職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいずれかに関す
イ

る具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。

質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能
力評価を行う。※当該取組の内容について以下に記載すること

資格取得のための支援の実施※当該取組の内容について以下に6 すること

イの実現のた
めの具体的な
取組内容

(該当する項
目にチェック
(y)した上

で、具体的な
内容を記)

'1^ー・ロ

'1^ー・ロ
↑
↑

↑
↑

円
円
円
円

介
護
職
員

そ
の
他
の

職
員



(4)キャリアバス要件Ⅲ 回書で載した内容から更がない場合は左にチェック(/)すること。口

【新加算 1~皿、 vn)・(3)・(8)、旧処口

キャリアパス要件皿(昇給の仕みの整備等)

口次のイと口の両方の基準を満たす。 ●^

介・職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けて
イ

いる。

(5)キャリアパス件Ⅳ(改善後の賃金要件)

【新加算 1・五、 va)~ワ)・(9)・nm・aa、旧特定 1・紅】

キャリアパス要件Ⅳ次のイと口両方の基準を満たす。

(別紙様式3-2「キャリアパス要件Ⅳについて」の
旧特定加 1・Ⅱの要件(4・5月) ^

から、記)

(別紙様式3-3「キャリアパス要件Ⅳについて」の新加 1・Ⅱ、 vn)~{フ}・(9)・ao)・aのの要件(6月以降) ^

から転記)(「令和6年度の定予定①」の期について)

(別紙様式3-3「キャリアパス要件Ⅳについて」の新加 1・Ⅱの要件(6月以降) ^

欄から転記)(「令和6年度の算定予定②(期中移行)」の期間について)

⇔上記のいずれかまたは全てに「X」が付いた場合、このに記入すること

「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由

陛声1談諾謎壽鰯'戸・ーー

口①器器轟晃甑畿鄭北・此次黙,砧棚洲,。具体的な仕組
みの内容(該 格等に応じて昇給する仕組み
当するもの全 口②※「介護福祉土」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就
てにチェック する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
(y)するこ

一定の基にづき定期に昇給を判定する仕組み
と。) 口③※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文

化されていることを要する。

ロイについて、全ての介職員に周知している。



(6)職場環境等要件
【新加算 1・Ⅱ、 vn}~17)・⑨・ao)・⑫及ぴ旧特定 1・Ⅱを算定しない】
⇔届出に係る計画の期間中に実施した事項にっいて、チェック(y)すること。全休で必す'1つ以上の取組寺行うこと。けこだし、取組を選択るに

たっては、本計画書3(2)「キャリアパス要件」で選択した事項と重複する事項を選択しないこと。)

【新加算卜Ⅱ、 vn}~m・⑨・⑩・aの又は旧特定卜亘を算定する】
コ届出に係る計画の期間中に実施した事項にっいて、チェック(y)すること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やヤリア

アップに向けた支援」、「両立支橿.多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働

本実績報書の記載内容・確認事の内に間違いありません。
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。
また、令和7年度に繰り越す額(2(1)①1ア)がある場合は、全額を令和7年度の更なる賃金改善に充
て、万一期間中に事所が休廃止した場合には、一時金等により介護員その他の職員の賃金として配
分します。

月年 日令和

きがいの醸成」の6区分について.それぞれ1つ以上の取組寺行うこと。

内容区分

法人や事業所の経営理念やケア方針・人村育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

入職促進に向口事案者の共同による採用・人事口ーテーシヨン・研のための制度築
けた取組口他産案からの職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有'格者等に二だわらない幅広い採用の仕組みの構築

口職体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

口働きながら介護福祉士取得を目扣す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対す
る曙喪吸引、認知症ケア、サービス提供任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受支援等

口研修の受やキャリア段位制度と人事考課との連
ロエルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
口上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアツプ等に関する定期的な相談の機会の確保
口子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

口職員の事等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換口の制度等の整備'
口有給休暇が取得しやすい環境の整備
口業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

口介護職員の身体の負担減のための介護技術の修得支援、介護ロボツトやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対口策の実施
腰痛を含む心 短時問勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
身の健康管理 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

口事故十ラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

ロタブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボツトやセンサー等の導入による業務量の縮減

口高齢者の活(居室やフロア等の掃除、食の配膳・下膳などのほか、経理や労務、報なども含めた介護業務以外の業務の提生産性向上の
口供)等に'る役割分担の明確化ための業務改

善の取組口5S活動(務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・騒の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
案務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

口地包括ケアの一員としてのモチベーシヨン向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施やりがい・働き
がいの醸成 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ロケアの好事例や、利用者やその家族からの 等の惰報を共有する機会の提供

(フ)その他(指定権者に対する特段の連絡事項等がある場合等については、以下の欄に記載すること。)

法人名

代表者

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

両立支援・多
様な働き方の
推進

職名 氏名

給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。
本様式への偶記載のほか、旧3加算及び新加算の請求に関して不正があった場合並ぴに指定権者からの求めに応じて書類の提出を行うことが
できなかった場合は、介報酬の返還や指定取消となる場合がある。

※
※



(確認用)提出前のチェックリスト
・以下の項目に「X」がないか、提出前に確認すること。「x」がある場合、当該項目の記載を修正すること。

※空楓が表示される項目は、記入が不要てあるため対応する必要はない。

2 実報告について
加額以上の賃金改善を行っている

( 1 )
令和5年度と比較した令和6年度の増加分以上の新たな賃金改善を行っている

(2)加算以外の部分で賃金水準を下げないことを約している

3 介職員等処'改善加の要件について
0)月額賃金改善要件Ⅱ旧ベースアップ等加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善を行っていること

令和5年度から継続して旧ベースアップ等加算を算定する事業所について、令和5年度以前からの
賃金改善の取組の継続を約していること

令和6年4・5月から新規にべースアップ等加算を算定する事業所について、旧ベースアップ等加算
(2)月額賃金改善要件Ⅲ

額以上の新規の金改善を行っていること

介護職員について、賃金改善額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられていること

その他の職について、賃金改善額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられていること

キャリアパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)の画方を
満たすこと

(3)キャリアパス要件 1・Ⅱ
キャリアパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)の七左旦
空を満たすこと

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと。(4)キャリアパス要件瓜

賃金改善額が月額平均8万円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所あ
(5)キャリアバス要件Ⅳ ナこり1以上となっていること。ただし、満たさない合は、小規模事業所等である等の理由を記載する

こと

(6)職場環境等要件 新加算等の区分ごとに必要な数以上の職場環境等要件の取組を行っていること



別紙様式3-2個票(令和6年4・5月分)

法人名

旧処遇改加算の加算額[円]

旧特定加の加額[円]

旧ペースアップ等加の加額[円]

ヘースアツ二つ、

【記入上の注
・本表に記載する
所ごとの加

月額賃
金要件

Ⅲ

3-13

上

業所は、計回書の「別紙様式2-2」に記した事業所と一致しなけれぱならない。
処'改善加等内訳のお知らせ」1こ基づいて記入すること。の総顧は、国民健保険団体合会から送付される「介護職員処'改善加算等総額のお知らせ」及び「介護職

(参考)令和5年度

への

介瞳保険
事業所番号

一ιこ

Ⅱ の

の

指定者

事業所の所在地

都道府県市区町村

事業所名 サービス名

キャリアバス嬰件Ⅳについて

旧処遇改
善加算

旧特定加算
(令和6年4
5月)

旧ベース
旧特定加算アップ等加

算

貴金改善額が月噸平均宜万円以上又は改替後
の金が年頓U0万円以上となる者の数

旧特定加算1・Ⅱの算定を届け出た事婁所数
(短期入所・予肪・総合事業での貫複除く)

旧処遇改善加算

算定した
加算区分

令和6年4・
5月の加算
の総額〔円]

令和6年度
に増加した
加算額

(令和5年度
の区分と比

較)

令和6年度(令和6年4・5月分)

旧特定加算

提出先

=この欄が「X」の場合、別紙様式3-13(5)に特別
な事憤を記入

定した
加算区分

令和6年4・
5月の加
の総額〔円]

キャリアパ
ス要件Ⅳ

改善後の買
金要件綱
平均8万円以
上又は年額
"0万円以
と)円]

令和6年度
に増加した
加算額

(令和5年度
の区分と比

較)

旧ベースアップ等加算

算定した
加区分

令和6年4・5
月の加算の
総額[円〕

令和6年度
に増加した
加算額

(令和5年度
の区分と比

較)

円
円
円
円

こ

二6
3

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■



別紙様式3-3 個票(令和6年6月以降分)

法人名

新加の加額[円]

のⅡヘースアツつ、

1 式3-13 に
6

の上1 のへの口 こでの6

【記入上の注
所は、計回の「別紙様式2-3」及び「別紙様式2-4」に記載した事所と一致しなけれぱならない.・本褒に記載する

の鯉額は、国民健保険団体連合会から送付される「介職等処'改善加算総額のお知らせ」及び「介鰻職員等処遇改善・事集所ごとの加
加算内訳のお知らせ」にづいて記入すること.

事業所名 サービス名

キャリアバス要件Ⅳについて

賃金改額が月額平均8万円以上又は改後の賃金が年額440万円以上
となる者の数

間Φ)新加 1・Π・vn}~「刀・円)・om・0■の算定を届け出た集所数(短期入所・
予防・総合での複除く)

新加算(令和6賃金改額が月額平均8万円以上又は改後の賃金が年額440万円以上
年度の算定期となる者の数
間②(区分賣新加算1・Ⅱの算定を届け出た集所数
更後)) (短期入所・予防・総合事での複除く)

算定した加算
区分

令和6年度の定期間①

新規に増
加する旧
ベースアッ
プ等加
相当の新
加算の見
込額[円]

介保険
事業所番号 加算の総

額[円]

キャリアパス
要件Ⅳ

改後の金要
件明凱8万円以
と又は却如"0万
円以と)をたす

数を記載
【人1

介職員等処遇改善加算

令和6年度の算定期間②(令和6年度内の区分変更後)
令和6年度

ヤリアノに増加した 新規に増加 要件Ⅳ加額 する旧ベー

加算の総 スアップ等
(令和5年 額[円] 算相当の
度の加率 新加算の見

と比較) 込額[円]

指定権者

提出先

事業所の所在地

コこの欄が「X」の場合、別紙様式
3-13(5)に特別な事を0 入

つこの欄が「X」の場合、別紙様
式3-13(5)に特別な事情を記入

令和6年度

都道府県市区町村

た力
算

増
加

ス

年
率

和
加
と
較

令
の
比

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

(
度

円
卯
た
鮫

万
劇
満
記

の
額
年
倦
を
]

後
月
は
■
数
鼠

改
件
上
円
職

改
要
以
万
す

賃
件

額
要
Ⅱ

月
金

年
区
後

6
の
更

令
度
分

た
分

こ
し
区口力

額
金
件
Ⅱ

月
要

円
円
円



別紙様式4

基本情報

フりガナ

法人名

法人所在地

フりガナ

書類作成担当者

連絡先

処遇改善計画書の内容について、次のとおり変更するので、必要書類を添えて届け出ます。

1変更が生じた日令和 年 月 日

2届出を行う理由・①~⑥のうち、届出を行うすべての項目に0印を記入すること。
.①~⑤に係る変更があった場合には、「記載すべき事項」欄に定める事項を「3変更の概要」欄に記載して届け出ること。また、本届出
書と併せて、変更内容に応じた「提出すべき書類」を、変更事項を反映した上で提出すること。
.⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した本紙を付して届け出ること。

提出すべき書類記載すべき事項変更事項

変更に係る届出書(令和[三三三ヨ年度)

電話番号

【法人等に関する事項X共通】
①会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合

併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

【対象事業所に関する事項】【共通】
複数の介護サーピス業所等について一括して申

②請を行う事業者における、当敢申請に関係する介護
サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事
由による。)

E-mail

【キャリアパス要件1からⅢまでに関する変更】
処遇改善加算、新加算】

③キャリアパス要件1からⅢまでに関する適合状況の
変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分
に亥更が生じる場合に限る。)

【キャリアパス要件Vに関する変更H旧特定加算、
新加算口
・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変
更に伴う、該当する算の区分の変更
・暗喪吸引を必要とする利用者の割合についての要
件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態
化し、3か月以上継続した場合

④

3変更の概要

【区分変更及び新規算定に関する事項】【共通】
⑤・算定する新加算等の区分の変更を行う

・新加算等を新規に算定する

【就業規則に関する事項】【共通】
⑥就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に

限る。)

・別紙様式2-1

キャリアパス要件1からⅢまで
に係る変更の内容

(旧処遇改善加算)別紙様式2-1の2a)及び別紙
様式2-2、(旧特定加)男11紙様式2-1の21及
ぴ36並ぴに別紙様式2-2、(旧ベースアップ等加
算)別紙様式2-1の2n)及ぴ3(3)並びに別紙様式2
-2、(新加算)別紙様式2-1の2Ⅱ}、312}及び3
(6、別紙様式2-3並ぴに別紙様式2-4

・介護福祉士等の置要件の
変更に係る部分の内客
・入居継続支援加算や日常生
活継続支援加算を算定できな
い状況が常態化し、3か月以上
継続したことに係る内容

・別紙様式2-1の2n)及ぴ3{4}から17)まで
・別紙様式2-2
・別紙様式2-3
・別紙様式2-4

御[三ヨ"[三ヨ"1^.

・別紐様式2-1の3⑦
・別紙様式2-2
・別紙様式2-3
・別紙様式2-4

当該改訂の概要

(旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ
等加算)別紙様式2-1及ぴ2-2
(新加算)別紙様式2-1、2-3及び2-4

(法人名)

(代表者名)

〒



別紙様式5

基本情報

フりガナ

法人名

〒

法人所在地

フりガナ

書類作成担当者

連絡先 電話番号 E-mail

1.事業の継続を図るために、介護職員等の賃金を引き下げる必要がある状況について

に。)1こついて、ーヒス用の邑よ;ι才よに
、

の τ

定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支が生じるなどの状況について記載

特別な事情に係る届出書(令和[三ヨ年度)

※経営及び賃金水準の改善に係る計画等を提出し、代替することも可。

4.賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等について

労の合息の,期及方法について記

令和[ヨ#[ヨ"1ヨ.

2.賃金水準の引き下げの内容

3.経営及ぴ賃金水準の改善の見込み

(法人名)

(代表者名)



提出先別紙様式6-1 総括表

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(令和6年度)

基本情報
フりガナ

法人名

法人所在地

フりガナ

書類作成担当者

電話番号連絡先

2 賃金改善計画について

(1)加算額以上の賃金改善について(全体)

令和6年度に賃金改善が必要な額と賃金改善の見込額

①令和6年度の加算の見込額

うち、令和5年度と比較して令和6年度に増加する加
i)

算の見込額

うち、令和7年度の賃金改善に充てるために繰り
(C)ア

越す部分の見込額

令和6年度の賃金改善に充てる必要がある加算の見込 (d)
額(賃金改善が必要な額)(a-C)

令和6年度の賃金改善の見込額
(e)

(②の額以上となること)

令和5年度と比した令和6年度の増加分の配分方法

令和5年度と比較して令和6年度に増加する加算の見込 ("④額(繰越分を除く。xb-0)
令和6年度に④を原資として行う新たな賃金改善の見込

⑤額(ベースアップ(本給及び決まって毎月支払われる手当の(旬
一律の引上げ)1こよるもの)

⑤以外で、その他の手当、一時金等による新たな賃金改
⑥善の見込額
⑦新たな賃金改善の見込額の合計(E゛h)

円

円

円

E-mail

【記入上の注意】

(b)には、令和5年度と比較して令和6年度に増加する加算の見込額として、旧3加算の上位区分への移行によるもの(令和6年4・5月分)並びに令和6年度改定で
の加算率の引上げ及び新加算1~Ⅳへの移行によるもの(令和6年6月以降分)の合計額が別紙様式6-2から自動で転記される。このうち、令和7年度の賃金改
善のために繰り越す額(C)を除いた額が、(日に転記される。

介護現場で働く方々にとって、令和6年度に25%、令和7年度に2.0%のべースアップへとっながるよう、令和6年度分の加算額の全額を令和6年度内の賃金改善
に充てることは求めず、介サービス事業者等の判断により、その一部を令和7年度に繰り越して金改善に充てることを認める。令和7年度に繰り越す額は、化)
を上回らない範囲内で各事者等において般定し、(0)1こ記載すること。また、繰越分は全額令和7年度の賃金改善に充て、期間中に事業所が休廃止した場合に
は、必ず一時金等により介護職員その他の職員の賃金として配分すること。

(eXφ.(h)には、新加算等の算定により実施する介護職員の賃金改善の見込額を計算し、記入すること。モの際、加算による賃金改善を行った場合の法定福利費
等の事業主負担の増加分を含めることができる。

ωは("の見込額以上となること。ただし、ベースアッブのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えぱ、令和6年度介護報酬改定を踏まえ賃金体系
等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。したがって、(i)の値(Ξ+hの合計)が("以上
であれば差し支えない。

(2)加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことの誓約

・ロ口処遇改善加算等による貫金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

【記入上の注意】
「処改善加算等による金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、①「加取得年度の賃金の総額」から「当該年度の各加算による賃金改善所蔓額

の総額」を除いた額と、②「前年度の賃金の総額」から「前年度の各加算額及び独自の金改善額」を除いた額を比較し、①の額が②の額を下回らなし、(算等の
響を除いた賃金額の水準を引き下げない)ことをいう。実績報告では、これらの賃金額の具体的な記を求めるため、詳細な考え方は、別紙様式3-1(実績

報告)2(2)を参照すること。

ただし、サービス利用者数の大幅な減少等の響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事惰を別紙様式引特別な事情に係る届出
婁」により届け出ることで算定要件を満たす二ととする。

円

゛^

円

円

円

〒

円
円

②
③

甸
⑤

f
[

↑
↑
一
↑
↑

向
ω



(3)賃金改善を行う賃金項目及ぴ方法

①賃金改善実施期問 月~令和令和 年

②賃金改善を行う
口基本給口手当(新調 口手当(既存の増額)口賞与給与の種類

(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規貝小規程)

Ⅱ1ヨ賃金規程 Ⅱ亘]その他(口就業規則

(賃金改善に関する規定内容)※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する都分を抜き出す等すること。

③具体的な取組
内容

金改善の見込額(総額X括
合))

④ペースアップの
実施予定

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、褒更箇所を王盤とするなど明確にすること。

平成(上記取組の開始時期) 月(口実施済口予定)年

(例)
実施しない場合、

・年齢が0 以下の若手職員についてのみ基本給の引上げを行う。
実施する やむを得ない事

・退者が少なく、事東所の金構成の中で定期昇給の実施(本給の引上げによる対応)1=よる人件
加が大きいことから、定期昇給と一時金の額により対応する。

3 介護職員等処遇改善加算等の要件について

(1)(参)月額賃金改善要件1(算ⅣのV2以上の月額賃金改善)噺加算1~Ⅳ】
※令和6年摩中は適用きれないため、記入は件貴

口

1 令和6年度の新加Ⅳ相当の見込額の1/2

令和6年度の加による賃金改善の見込額のうち、月額賃金改善に
②

よる額(①の見込以上となること)

【記入上の注意】

令和7年度以降に新加算の算定を行う場合は、本要件を必ず満たす必要があることから、上記のグレー色のセルに「X」が付く場合は、令和6年度中(令和7年3月
末まで)に、 などの必要な対応を行うこと。^

うち、基本給等の新規の引上げによる
弧内は月額(2か月問定するとした

ニロ
円

円

円 ゛^

円 ゛^

円)

円 ゛^

円 ー^

円)

円

円)

口 その他

(2)月額賃金改善要件Ⅱ(旧ぺア加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善)噺加算1~N】
※新算1~Ⅳを算定するまで旧ぺア算又は新算V②・(4)・(フ)・⑨・⑬を算定していなかった事業所のみ

①新加への移行に伴い、新たに増加する旧ベースアップ等加算相当の
円

見込額 ゛^

たに増加する旧ベースアッ等加相当を原資として実施する新た
円な賃金改善の見込額

i)うち、基本給等の新規の引上げによる賃金改善の見込額(1の '^

額の2/'3以上となること)
(括弧内は月額(10か月問定するとした場合))

年

'■,、・H

か月)

(3)月額賃金改善要件Ⅲ(旧ぺア加額の2/3以上の新規の月額賃金改善)【旧べア加算】

旧ペースアップ等算を算定する事集所について】【令和5年度から

井令和6年度も令和5年度のぺースアップ等加算の配分のために行ったものと同等以上の賃金改善を継続することを約すること

・圖
令和5年度も旧ベースアップ等加算を算定しており、令和6年度も同の賃金改善を継続

口 します.

【令和6年4・5月から新担に旧ペースアップ等加算を算定する事業所について】
⇔新規に算定する所の旧ベースアップ等加算について、介護職員とその他の職種のそれぞれについて、賃金改善の見込額の3分の2以上が、基本給等

(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の引上げに充てられる計画になっていること

①新規に定する旧ベースアップ等加算の見込額

②旧ベースアップ等加算による賃金改善の見込額(i・"の合計)

i)旧ペースアップ等加算による賃金改善の見込額

'[Σコー・回

'[Σコー・回

二目
円

円

の増

うち、基本給等の新規の引上げによる賃金改善の見込額(総額X括
弧内は月額(2か月問算定するとした合)

ii)旧ベースアップ等加による賃金改善の見込額

介
護
職
員

そ
の
他
の

職
員



(4)キャリアパス要件 1・Ⅱ

【新加算 1 ~Ⅳ・vn)~{6)・V侶)・vm)、旧処遇 1・Ⅱ】

【新加算V⑦・⑨・⑩・d?~a 、旧処遇皿】

キャリアパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)

口次のイからハまでのすべての基準を満たす。 ゛^

イ介,職員の任困における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

を定めている。ロイに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた

ハイ、口について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

=上記が「X」の場合、令和6年度
中の整備を誓約すること。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

口次のイと口の両方の基準を満たす。 ^

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいずれかに関する具体的な計
イ 画を策定し、研修の実施又は研の機会を確保している。

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行
う。※当該取組の内容について以下に記鮫することイの実現のため

口①の具体的な取 (例)
・個別の希望にづく研修計面を作成し、年●回以上●●研修をオンラインで受させる。組内容
.月2回ランチミーティングを行い、業務の中での気づきの共有やお互いへのフィードバックを行う。(該当する項目

にチェック(y)
※当該取組の内容について以下に記すること資格取得のための支援の実施した上で、具体

的な内容を記 口②(例)
載) ・実務経が3年以上の介護職員に対し、務者研修の受、費用として、00万円を支給

・介福祉士国家試験対策として、法人内で格取得のための研修会を実施

ロイについて、全ての介護職員に周知している。

口

⇔キャリアパス要件1とⅡの両左を満たすこと。

⇔キャリアバス要件1と丘のどちらかを満たすこと。

令和6年度中(令和7年3月末まで)1こ研修
機会の確保を行います。

口令和6年度中(令和7年3月末まで)に介護職員の任用要件・賃金体系を定めます。

口令和6年度中(令和7年3月末まで)に昇給の仕組みを整します。

台上記が「X」の場合、令和6年度
中の実施を誓約すること。

(5)キャリアパス要件Ⅲ【新加算1~皿、 vn)・{3}・⑧、旧処遇口

キャリアパス要件Ⅲ(昇の仕組みの備等)

口次のイと口の両方の基準を満たす。 '^

イ介護職員にっいて、経験若しく1ま格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。

⇔上が「X」の場合、令和6年度中の整
備を誓約すること。

経験に応じて昇給する仕組み
口① ※「勤年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

具体的な仕組
資格等に応じて昇給する仕組み

みの内容(該当 ※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者に口②
するもの全てに ついても昇給が図られる仕組みであることを要する。
チェック(ゾ)す

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みること。)
口③※「技試験」や「人評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている

ことを要する。

ロイにつぃて、全ての介職員に周知している。

「ーーー、「
「ーーー「

に係る計画を策定し、研修の実施又は研修



(6)キャリアパス要件Ⅳ【新加算 1・Ⅱ、 VU}~m・但)・⑩・n?、旧特定 1・Ⅱ】

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要)当以下のが「0」の合、要件を満たしている。

賃金改善額が月額平均8万円以上又は改善後の賃金が年額
U0万円以上となる者の数

旧特定加算卜Ⅱの要件(4・5月)
キャリアパス要件Ⅳを「満たす」とした事業所数(短期入所・予
防・総合事業での重複を除く。)

賃金改善額が月額平均8万円以上又は改善後の賃金が年額
U0万円以上となる者の數

キャリアパス要件Ⅳを「満たす」とした事業所数(短期入所・予
防・総合事業での重複を除く。)

⇔上記のいずれかまたは全てに「X」が付いた場合、このに記入すること

「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額U0万円以上となる者」を設定できない場合その理由

新加算 1・Ⅱ、 vn)~⑦・⑨・ao)・nのの要
件(6月以降)

口小規模事業所等で加額全体が少額であるため。

口職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万

月額平均8万円等の金改善を行うに当たり、こ
口あり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積1よ言に

口職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで金を引き上げることが困難であるため。

月額平均8万円等の金改善を行うに当たり、これまで以上に業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化することが必要で
あり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期問を要するため。

口その他(

(フ)キャリアパス要件V 【新加算1、vn)・②伺・1刀・側、旧特定1】

キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)⇔以下のが「0」の場合、要件をたしている。

旧
旧特定加算(の要件(4・5月)

新加算 1、 va}・(2)・(5)・(フ)・⑩の要件(6月以降)

(8)職場環境等要件

【斬加算 1・亘、 VⅡ】~⑦・{9}・no}・0の及び旧特定 1・Ⅱを算定しない場合】

才届出に係る計画の期問中に実施する事項について、チェック(y)すること。 つ'

当たっては、本計画書3(4)・(5)「キャリアパス要件」で選択した事項と重複する事項を選択しないこと。)

^^

けこだし、取組をに^ 0

【新加算 1・Ⅱ、 vn)~(刀・{9)・nの・゛■又は旧特定 1・Ⅱを定する場合1

⇔届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チエック(y)すること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の0上やキャリ
アアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりが
い・きがいの醸成」の6区分について.干れ老れ1つ以上の取組キ粁弓こ主。

区分

入職促進に向け
た取組

仁

内容

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その現のための施策・仕組みなどの明確化

者の共同による裸用・人事口ーテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主、中年"者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職案体験の受入れや地域行への参加や主催等による職菓魅力度向上の取組の実施

働きながら介護福祉士取を目指す者に対する務者研修受講支や、より専門性の高い介技術を取得しようとする者に対する昭喪
吸引、認知症ケア、サービス供任者研修、中堅職に対するマネジメント研修の受講支援等

研修の受やキャリア段位制度と人考課との連

エルダー・メンター(仕やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の会の確保

子育てや家族等の介等と仕事の両立を目指す者のための休制度等の充、業所内託児施設の整備

職員の等の状況に充じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度
等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

案務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設等相談体制の充実

口 介職の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等入及び研等による腰痛対策の実施

短時間勤務労者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

用管理改のための管理者に対する研修等の実施

故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務の縮減

高者の活(居室やフロア等の除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等に
よる役割分担の明確化

5S活(務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・;潔・驥の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による報共有や作負担の軽減

ミーティング等による職内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

地域包括ケアのーとしてのモチベーション向上に'する、地域の児・生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぷ会の提供

ケアの好例や、利用者やその家族からの謝等の報を共有する会の提供

資質の向上や
キャリアアップに
向けた支援

【見える化要件】【新加算卜証、 V I)~(フ}・{9}・⑩・n■、旧特定 1・Ⅱ】

実施する周知方法について、チェック(y)すること。なお、令和6年度中の見込みでも差し支えない。

口職場環等要件の24項目のうち、実施する取組項目の「介サービス情報公表システム」(「事業所の特色」欄)での選択ホームページ
への掲載

口職境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の自社のホームページへの掲

仁

両立支援・多様
なき方の椎進

腰痛を含む心身
の健康管理

生産性向上のた
めの業務改善の
取組

やりがい・働きが
いの醸成

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



4 要件を満たことの確認・証明
以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(y)すること。

処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。口 また、処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

令和7年度に繰り越す額(2(1)① iア)がある場合は、全額、令和7年度の更なる賃金改善に充てます。期間中に
口事業所が禄廃止した場合には、一時金等により介護媛員その他の職員の賃金として配分します。゜'

キャリアパス要件1~Ⅲのうち、満たす必要のある項目について、証明となる書面を作成し、職員に周知しましナこ。
口また、計画害の提出時点で婁面の準備ができていない場合は、谷和6年度中(令和7年3月条まで)に書面を整傭し

ます。

労基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違
反し、罰金以上の刑に処せられていません。

労働保険料の納付が適正に行われています。

本計画の内容を雇用する全ての職員に対して周知しましナこ。

各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
本様式への虚偽記のほか、旧3加算及び新加算の請求に関して不正があった場合並びに指定権者からの求めに応じて書類の提出を行う二と
ができなかった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がある。

■

確認事項

本処遇改善計回書の記載内容・確認事項の内容に間違いありません。
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。

法人名年 月令和 日

代表者職名

(確用)提出前のチェックリスト惨考)本様式で一括して提出する事業所の数

以下の項目にオレンジ色の「X」がないか、提出前に確認すること。「x」がある場合、当該項目の記載を修正すること。[1]
※空欄が表示される項目は、記入が不要であるため対応する必要はない。

2 賃金改善計画について

令和7年度への繰越し見込額が令和6年度に増加する加算の見込額を超えない計画となっている

(1)令和7年度に繰り越す額を除いた加算額以上の賃金改善を行う計画となっている

令和6年度に増加する加の見込額を超える賃金改善を行う計画となっている

(2)加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことを約している

(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法を記している

3 介護職員等処遇改善加算等の要件について

月額賃金改善要件Ⅱ旧ベースアップ等加相当の2/3以上の新規の月額賃金改善を行う計画になっていること

令和5年度から継続して旧ベースアップ等加算を算定する事業所について、令和5年度以前からの賃金改善
の取組の継続を約していること

令和6年4.5月から新規にべースアップ等加算を算定する事業所について、旧べア加算額以上の新規の賃金
月額賃金改善要件Ⅲ改善を行う計画になっていること(2)

介護職員につぃて、金改善の見込額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられる計画になっていること

その他の職種につぃて、賃金改善の見込額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられる計画になっていること

キャリアパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアバス要件Ⅱ(研修の実施等)の画方を満たすこ
と。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年3月末まで)に介職員の任用要件・賃金体系を定める
こと及亘研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約していること

証明する資料の例
(指定横者からの求めに

応じて出)

就業規則、給与規程、給与
明細等

就業規則、給与規程、給与
明細等

( 1 )

必要な項目が全て選択されていること

約・名が行われていること

就業規則、給与規程、資質
向上のための計画等

労働保険関係成立届、確定
保険料申告書

会議録、周知文書

(3)

■

キャリアパス要件1・Ⅱ

氏名

(4)

(5)

キャリアパス要件Ⅲ

(6)

キャリアパス要件Ⅳ

(フ)

キャリアパス要件1(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)のだちらかを満た
すこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年3月末まで)1こ介護職員の任用要件・賃金体系を定
めることΣ住研修等に係る計画を策定し、研の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約していること

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7
年3月末まで)に昇給の仕組みを整備することを約していること

賃金改善額が月額平均8万円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所あたり1以上
となるような計画になっていること。ただし、満たさない場合は、小規模事業所等である等の理由を記すること

キャリアパス要件V(介護福祉士の配等要件)を満たすこと

新加等の区分ごとに必要な數以上の職環境等要件の取組を行っていること

情報公表システム等での見える化要件を満たすこと

4 要件を満たすことの確認・証明

キャリアパス要件V

職場環境等要件

ロ
ロ
ロ
※
※



別紙様式6-2 事業所個票

( 1 )

介

基本情報

保険指定権者
名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事業所の所在地

ださい。

(参考)算定対象月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対象月を入力してください。

、

1単位の
単価【円]

のセルに現

事業所個票1

御口"ロ"~御口"口原

事業所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

月額金改善要,と比して、旧ベースアツ
件Ⅱ(Ⅲ)改善明給の引上げ)を行う。

している

合計

の区分埋めてく

サービス名

パターンA

キャリアバス
要件1

(任用要件・金
体系の整等)

ト

提出先

パターンB

総単位数

[単位/月]

介簾職員について、職位、職責又は職務内容
等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ
た金体系を整する

キャリアパス
要件Ⅱ

(研の実施等)

力月)

処'加等
の単位数

パターンC

キャリアパス
要件Ⅲ

(昇給の仕組みの
整等)

介護職員の'向上の目標や具体的な計画を
策定し、a 研機会の提供、技術指導等又は
b 格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、

費用の援助等)を実施する。

処遇等除く総
単位数

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

介護職員について a 経験に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、C
一定の基'に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整する。

R6.3まで

満たす

^満たさない
1とⅡともに酒

たす

1、授;け""
1とⅡともに満
たさない

1と五ともに満
たす

1、祭^け""
1と丘ともに満
たさない

^満たす

冒満たさない■

^満たす

盟満たさない■

^満たす

^満たさない
キャリアパス要
件V(介護福祉士

の配等)

賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以

上又は月額8万円以上の金改善が1人以上
(経験・技能のある介護職員)。

一
0満たす

0満たさない

^満たす等要件 6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を

^満たさない
行う。の上位区分

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

合計加算区分

加率

加算の 円 円円 円

見込額

職

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

ゆ

■

R.~R.

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを讐約

満たさない

ト

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

抄

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

※

満たす

要件を満たす
数

満たさない

か月分の加算額

満たす

満たさない

■

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

0満たす
^

※

0満たさない

満たす

=要件を満たす
職数

0満たさない

0満たす

ト

ト
満たす

満たさない

か月分の加算額

ト ^

一

円

=
職



別紙様式6-2 事業所個票

(1)基本情報

介護保険指定権者
名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事業所の所在地

!イ、のセルに現
ださい。

(参考)算定対象月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対象月を入力してください。

1単位の
単価[円]

事業所個票2

御口"ロ"~御口"口月

事業所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の

している加の区分埋めてく

^満たさない

圃,.,
1とⅡともに満

介護職員について、職位、職責又は職務内容

1、鎚野洲"等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ
た金体系を整備する。

1と三ともに満
たさない

1とⅡともに満
たす介護職員の資質向上の目標や具体的な計画を

1、祭^げ""
策定し、a 研機会の提供、技術指導等又は
b 資格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、
費用の援助等)を実施する。

■能如
1と並ともに満

^満たす介職員について a 経験に応じて昇給する

昆満たさない膨
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、C
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整する。

^満たす
賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以

冒満たさない■上又は月額8万円以上の賃金改善が1人以上
(経験・技能のある介護職員)。

^満たす

^満たさない

^満たす6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を

^満たさない行う。

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

合計加算区分

加率

加算の 円 円円円

見込額

合計

サービス名

パターンA

キャリアパス
要件1

(任用要件・賃金
体系の整備等)

ト

提出先

総単位数
[単位/月]

パターンB

^

キャリアパス
要件Ⅱ

(研修の実施等)

力月)

処'加算等
の単位数

パターンC

キャリアパス
要件皿

(昇給の仕組みの
整等)

一

処'等除く総
単位数

0満たさない

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

R6.3まで

満たす

キャリアパス要
件V(介護福祉士

の配等)

円

ト
0満たす

0満たさない

職境等要件
の上位区分

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

■

■
●満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

●満たさない

一

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

●満たす

※

満たす

=要件を満たす
職員数

満たさない

か月分の加算額

満たす

満たさない

回満たす
島

■
0満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

^

※

0満たさない

満たす

満たさない

満たす

=要件を満たす
職員數

0満たさない

0満たす

ト

ト

か月分の加算額

■

満中
約

度
要

年
を

6
と

令
す

さナ

回
回

■



別紙様式6-2 事業所個票

( 1 )

介

基本情報

指定権者保険
名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事案所の所在地

ださい。

(参考)算定対象月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対魚月を入力してください。

、

1単位の
単価【円]

のセルに現

事業所個票3

御口"ロ"~御口"口氏

事業所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

月額金改善要前度と比して、旧ベースアツ等加算相
件Ⅱ(Ⅲ) 改善(月給の引上げ)を行う。

している

合計

の区分埋めてく

サービス名

パターンA

キャリアバス
要件1

(任用要件・金
体系の整等)

ゆ

提出先

パターンB

総単位数

[単位ノ月]

介護職員について、職位、職
等に応じた任用等の要件を定め、
た金体系を整する

キャリアパス
要件Ⅱ

(研の実施等)

力月)

処'加等
の単位数

パターンC

キャリアパス
要件皿

(昇給の仕組みの
整等)

介護職員の資向上の目標や具体的な計画を
策定し、a 研機会の提供、技術指導等又は
b 格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、
費用の援助等)を実施する。

処'等除く総
単位

又は職務内容

それらに応じ

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

介護職員について a 経に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に坊じて昇給する仕組み、C

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整備する。

R6.3まで

満たす

^満たさない
1とⅡともに酒
たす

1、^艀げ""
1と亘ともに満
たさない

1とΠともに満
たす

画:、謡"""
1とⅡともに酒
たさない

^満たす

冒満たさない■

^満たす

皿満たさない膨

^満たす

^満たさない
キャリアパス要
件V(介護福祉士

の配等)

賃金改善後の賃金の見込額が年額"0万円以
上又は月額8万円以上の金改が1人以上

経験・技能のある介護職員)。

■
0満たす

0満たさない

^満たす等要件 6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を
の上位区分 ^満たさない

行う。

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

加算区分 合計

加率

加算の 円円 円円

見込額

職

円

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

■

ト

満たす

令和6年度中に満た
すことを響約

●満たさない

滴たす

満たさない

一

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

回満たす
令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

膨

満たす

令和6年度中に満た
すことを響約

満たさない

※

●満たす

⇔要件を満たす
職員数

満たさない

か月分の加算額

満たす

満たさない

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

0満たす

=要件を満たす
職數

0満たさない

0満たす
ト

0満たす
^

※

0満たさない

ゆ

一
●満たす

●満たさない

か月分の加算額

■ ^

か

0満たさない

.

.



別紙様式6-2 事業所個票

(1)基本情報

介護保険指定権者
名業所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事業所の所在地

(参考)算定対魚月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対象月を入力してください。

1単位の
単価【円]

事業所個票4

御口"ロ"~御口"口氏

事業所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

月額金改善要当の加算額の3分の互以上の新たな基本給等の
改善(月給の引上げ)を行う。

合計

サービス名

パターンA

キャリアパス
要件1

(任用要件・金
体系の整等)

ト

提出先

パターンB

総単位數

[単位/月]

介護職員について、職位、職責又は職務内容
等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ
た賃金体系を整備する。

キャリアパス
要件Ⅱ

(研修の実施等)

力月)

処遇加等

の単位数

パターンC

キャリアパス
要件皿

(昇給の仕組みの
整備等)

介護職員の資質向上の目標や具体的な計画を
策定し、ヨ研機会の提供、技術指導等又は
b 格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、
費用の援助等)を実施する。

処遇等除く総
単位数

介護職員について a 経験に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、C
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整する。

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

R6.3まで

満たす

^満たさない

■,.,
1とⅡともに満

卸、祭?げ""
1とⅡともに満
たさない

■,.,
1と五ともに満

冒1、祭?げ""
邑姑如

1とⅡともに酒

^満たす

キャリアパス要
件V(介護福祉士

の配等)

賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以
上又は月額8万円以上の賃金改善が1人以上
(経験・技能のある介護職員)。

■
0満たす

0満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

^満たす6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を

^満たさない行う。

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

合計加算区分

0.0%加率

加算の 0円円円円

見込額

職場環境等要件
の上位区分

ト

一

満たさない

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを讐約

満たさない

一

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

ト

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

※

満たす

=要件を満たす
職員數

満たさない

か

か月分の加算額

●満たす

●満たさない

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

0満たす

=要件を満たす
職員數

満たさない

一
0満たす
^

※

0満たさない

■

■
満たす

満たさない

か月分の加算額

■

0満たす
^

■

円

回満たさない



別紙様式6-2 事業所個票

( 1 )

介

基本情報

保険指定権者
名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事業所の所在地

(参考)算定対象月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対象月を入力してください。

1単位の
単価[円]

事業所個票5

御口"ロ"~御口"口氏

事東所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

月額金改善要,して、旧ベースアツ
件Ⅱ(Ⅲ)改善明給の引上げ)を行う。

合計

サービス名

パターンA

キャリアパス
要件1

(任用要件・金
体系の整備等)

沙

提出先

パターンB

総単位数

[単位ノ月]

介護職員について、職位、職
等に応じた任用等の要件を定め、
た金体系を整する

キャリアパス
要件Ⅱ

(研の実施等)

力月)

処'加等
の単位数

パターンC

キャリアパス
要件Ⅲ

(昇給の仕組みの
整等)

介簸職員の'向上の目や具体的な計画を
策定し、a 研修会の提供、技術指導等又は
b 格取得の支(シフト調整、休暇の付与、

費用の媛助等)を実施する。

処'等除く総
単位数

又は職務内容
それらに応じ

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

介護職員について a 経験に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、C

一定の準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかをする。

R6.3まで

満たす

^満たさない
1と五ともに満

たす

冒坪妙
1とⅡのいずれ

1とⅡともに満
たさない

1とⅡともに満
たす

冒晦,',
1と五のいずれ

■姑如
1と五ともに満

^満たす

キャリアパス要
件V(介證福祉士

の配等)

賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以
上又は月額8万円以上の金改善が1人以上

(経験・技能のある介護職員)。

■
0満たす

0満たさない

●満たす

令和6年度中に満た
抄● すことを約

●満たさない

職環等要件
の上位区分

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を
行う。

ゆ

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

●満たさない

■

加算区分

加率

加算の
見込額

満たさない

満たす

満たさない

抄

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

■

.

.

.

●満たす

=要件を満たす
職数

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

^満たす

^満たさない

一

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

※

一

か月分の加算額

円

■

満たす

満たさない

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

0満たす
^

円

0満たさない

満たす

=要件を満たす
職員数

満たさない

■

■

合計

満たす

満たさない

円

■

0満たす
^

沙

0満たさない

円

抄
満たす

満たさない

※ か月分の加算額

円



別紙様式6-2 事業所個票

(1)基本情報

保険指定者
名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事業所の所在地

(参考)算定対録月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対叡月を入力してください。

1単位の
単価[円]

事業所個票6

御口"ロ"~御口"口昂

事業所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

月額金改善要当の加額の3分の2以上の新たな基本給等の
改善(月給の引上げ)を行う。

■
合計

パターンB

サービス名

パターンA

キャリアパス
要件1

(任用要件・金
体系の整等)

提出先

総単位数
[単位/月]

介護職員について、職位、職責又は職務内容
等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ
た賃金体系を整する。

キャリアパス
要件Ⅱ

(研修の実施等)

力月)

処'加等

の単位数

パターンC

キャリアパス
要件Ⅲ

(昇給の仕組みの
整備等)

介護職員の'向上の目標や具体的な計画を
策定し、a 研修機会の提供、技術指導等又は
b 格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、
費用の援助等)を実施する。

処'等除く総
単位数

介護職員について a 経験に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、C
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整備する。

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

R6.3まで

満たす

^満たさない

■,.,
1とⅡともに酒

1、祭?げ""
1とⅡともに満

たさない

1とⅡともに満
たす

1、祭勢北"
■,.*加、

1とⅡともに酒

^満たす

キャリアパス要
件V价護福祉士

の配等)

賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以
上又は月額8万円以上の金改善が1人以上
(経験・技能のある介護職員)。

■
0満たす

0満たさない

職環境等要件
の上位区分

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

合計加算区分

加算率

加算の 円円円円

見込額

6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を
行う。

沙

満たさない

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

ト

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

■

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを響約

満たさない

※

満たす

=要件を満たす
職員数

満たさない

一

か月分の加算額

満たす

満たさない

膨

満たす

満たさない

ト

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

0満たす
^

※

0満たさない

満たす

満たさない

0満たす
=要件を満たす
職員数

0満たさない

0満たす

、

夢

か月分の加算額

■ ^

島

円

満たさない

ト

介
事



別紙様式6-2 事業所個票

(1)基本情報
指定権者介護保険

名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事婁所の所在地

(参考)算定対魚月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対象月を入力してください。

1単位の
単価[円]

事業所個票7

御口"ロ"~御口"口氏

事東所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

前年度と比較して、旧ベースアップ等加算相
当の加額の3分の2以上の新たな基本給等の
改善(月給の引上げ)を行う。

月額賃金改善要
件Ⅱ(Ⅲ)

合計

サービス名

キャリアパス
要件1

(任用要件・金
体系の整等)

パターンA

ゆ

提出先

パターンB

総単位数
[単位/月]

介鐙職員について、職位、職責又は職務内容
等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ
た金体系を整する。

キャリアパス
要件Ⅱ

(研修の実施等)

力月)

処遇加等
の単位数

パターンC

キャリアパス
要件皿

(昇給の仕組みの
整等)

介護職員の'向上の目標や具体的な計画を
策定し、a 研修機会の提供、技術指導等又は
b 格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、
費用の援助等)を実施する。

処遇等除く総
単位数

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の賃

金要件)

介護職員について a 経験に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、0
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整する。

R6.3まで

満たす

満たさない

1と並ともに酒
たす

1とⅡのいずれ
か満たす

1とⅡともに満
たさない

キャリアパス要
件V(介護福祉士

の配置等)

賃金改善の賃金の見込額が年額440万円以
上又は月額8万円以上の金改善が1人以上

経験・技能のある介・職員)。

■
0満たす

0満たさない

^満たす 満たす6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を
トト

行う。
^満たさない 満たさない

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自表示)

職場境等要件
の上位区分

1とⅡともに満
たす

邑"圖.,
1とⅡのいずれ

1とⅡともに滴
たさない

^満たす

^満たさない

ゆ

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

●満たす

令和6年度中に満た
■● すことを約

●満たさない

円

一

加算区分

加算率

加算の
見込額

満たす

満たさない

、

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを讐約

満たさない

ト

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

回満たさない

か

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

※

●満たす

コ要件を満たす
職員数

満たさない

■

か月分の加算額

円

■

ゆ

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

0満たす
^

円

0満たさない

満たす

=要件を満たす
職数

0満たさない

0満たす

ゆ

ム.十

円

ゆ ^

■

0満たさない

円

満たす

満たさない

※ か月分の加算額

.

.

.

.

.



別紙様式6-2 事業所個票

(1)基本情報

介護保険指定権者
名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事業所の所在地

(参考)算定対象月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対象月を入力してください。

1 位の
単価[円]

事業所個票8

御口"ロ"~御口"口戸

事業所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

前年度と比較して、旧ベースアップ等加算相
当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の

合計

サービス名

パターンA

キャリアパス
要件1

(任用要件・金
体系の整備等)

■

提出先

総単位数
[単位ノ月]

パターンB

介護職員について、職位、職責又は職務内容
等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ
た賃金体系を整する。

キャリアパス
要件Ⅱ

(研修の実施等)

力月)

処遇加等

の単位数

パターンC

キャリアパス
要件皿

(昇給の仕組みの
整備等)

介護職員の資質向上の目標や具体的な計画を
策定し、a 研修機会の提供、技術指導等又は
b 資格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、

用の援助等)を実施する。

処遇等除く総

単位数

介護職員について a 経験に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、C
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整する。

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

R6.3まで

満たす

^満たさない
1と五ともに満

たす

冒姦艀げ""
1とⅡともに満

たさない

1とⅡともに満
たす

キャリアパス要
件V(介護福祉士

の配等)

賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以
上又は月額8万円以上の賃金改善が1人以上
(経験・技能のある介護職員)。

ト
0満たす

0満たさない

^満たす6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を

^満たさない行う。

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

合計加算区分

加率

加算の 円円円円

見込額

職環等要件
の上位区分

1とⅡのいずれ
か満たす

1とⅡともに満
たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

■

砂

満たす

満たさない

回満たす
回満たさない

回満たす

一

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

^満たす

^満たさない

^満たす

^満たさない

■

一

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

※

■

満たす

要件を満たす
数

満たさない

回満たさない

回満たす

回満たさない

回満たす

か月分の加算額

満たす

満たさない

■●

少
0満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

^

※

0満たさない

■

沙

⇔要件を満たす
職員数

0満たさない

0満たす

満たす

満たさない

か月分の加算額

■ ^

■

円

満たさない

⇔
職



別紙様式6-2 事業所個票

( 1 )

介

基本情報
保険指定者

名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年末(R6.3時点)の算定状況

事業所の所在地

(参考)算定対象月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対象月を入力してください。

1単位の
単価f円]

事業所個票9

御口"ロ"~御口"口月

事業所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

月額金改善要当の加額の3分の互以上の新たな基本給等の
改善(月給の引上げ)を行う。

合計

サービス名

パターンA

キャリアバス
要件1

(任用要件・金
体系の整等)

■

提出先

パターンB

総単位数

[単位/月]

介護職員について、職位、職責又は職務内容
等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ
た金体系を整する。

キャリアパス
要件Ⅱ

(研の実施等)

力月)

処'加等

の単位数

パターンC

キャリアバス
要件皿

(昇給の仕組みの
整等)

介護職員の'向上の目標や具体的な計画を
策定し、a 研会の提供、技術指導等又は
b 格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、

用の援助等)を実施する。

処等除く総

単位数

キャリアバス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

介護職員について a 経験に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、C
一定の基に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整する

R6.3まで

満たす

満たさない

1とⅡともに滴
たす

1とⅡのいずれ
か・たす

1とⅡともに満

たさない

キャリアパス要
件V(介護福祉士

の配置等)

賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以
上又は月額8万円以上の金改善が1人以上
(経験・技能のある介護職員)。

ト
0満たす

0満たさない

^満たす等要件 6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を

^満たさないの上位区分 行う。

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

合計加算区分

加率

加算の 円円円円

見込額

職

1とⅡともに満
たす

1とⅡのいずれ
か満たす

1とⅡともに滴
たさない

円

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

満たす
膨

満たさない

■

満たす

満たさない

ト

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

一

満たす

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

少

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

^満たす

^満たさない

抄

満たす

令和6年度中に満た
すことを要約

満たさない

※

●満たす

⇔要件を満たす
職数

満たさない

一

か月分の加算額

満たさない

■

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

0満たす
コ要件を満たす
職員数

0満たさない

0満たす
か

0満たす
^

※

0満たさない

一

沙
満たす

満たさない

か月分の加算額

今 ^

■

.

.

.

.

.

.

.

.

.



別紙様式6-2 事業所個票

( 1 )

介

基本情報

保険指定者
名所番号

(2)新加算への推奨の移行パターン

R5年度末(R6.3時点)の算定状況

事案所の所在地

(参考)算定対象月が令和6年4月~令和7年3月まで以外の
場合は、以下に算定対象月を入力してください。

1単位の
単価[円]

事業所個票10

御口"ロ"~御口"口昂

事粂所名

(3)令和6年4月以降の各要件の充足予定

月額賃金改善要
件Ⅱ(Ⅲ)

■
合計

パターンB

サービス名

パターンA

キャリアパス
要件1

(任用要件・金
体系の整備等)

提出先

前年度と比較して、旧ベースアップ等加算相
当の加額の3分の2以上の新たな基本給等の
改善(月給の引上げ)を行う。

総単位数
[単位ノ月]

介艘職員について、職位、職責又は職務内容
等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ
た賃金体系を整する。

キャリアパス
要件Ⅱ

(研修の実施等)

力月)

処'加等

の単位数

パターンC

キャリアパス
要件皿

(昇給の仕組みの
整等)

介護職員の責向上の目標や具体的な計画を
策定し、a 研会の提供、技術指導等又は
b 資格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、
費用の援助等)を実施する。

処'等除く総

単位数

キャリアパス要
件Ⅳ(改善後の

金要件)

介護職員について a 経験に応じて昇給する
仕組み、b 資格等に応じて昇給する仕組み、C
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みのいずれかを整備する。

R6.3まで

満たす

^満たさない

■,.,
1とⅡともに酒

1、授?げ""
1と虹ともに満

たさない

1とⅡともに満
たす

1、^器げ""
■馳加

1とⅡともに滴

^満たす

邑満たさないー

キャリアパス要
件V(介護福祉士

の配等)

賃金改善後の賃金の見込額が年額"0万円以
上又は月額8万円以上の賃金改善が1人以上
(経験・技能のある介護職員)。

■
0満たす

0満たさない

職 等要件
の上位区分

満たす

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

(4)令和6年4月以降の加算区分((3)の状況に基づき自動表示)

6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を
行う。

一
回満たす

加算区分

加率

加算の
見込額

●満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

^満たす

冒満たさないト

回満たす
■

令和6年度中に満た
すことを約

満たさない

満たす

令和6年度中に満た
すことを誓約

満たさない

^満たす

^満たさない

^満たす

回満たさない

回満たす

■●

※

満たす

=要件を満たす
職員数

満たさない

令和6年度中に満た
すことを響約

か月分の加算額

円

^満たす
^満たさない

ト

一
0満たす

令和6年度中に滴た
すことを誓約

満たさない

^

円

0満たさない

満たす

⇔要件を満たす
職員数

C満たさない

0満たす

■

■

合計

満たす

満たさない

円

■ ^

一

回満たさない

回満たす

円

■
●満たさない

※ か月分の加算額

円

.

.



"紙様式7

基本情報

介保険

事業所番号

1 仂口算未算定事業所)

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

事業所名

区分

加率

2.賃金改善の要件

①一加算の見込額(年額) 先に新加算の区分を選択円

賃金改善の見込額(年額)

①のうち新加算Ⅳのν2相当の見込額

②のうち月額での賃金改善の見込額
^

3.その他の要件について

.以下のそれぞれの項目について、いずれかを選択してください。

①任用要件の整備(介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件)

(⇔参考2をご活用ください。)

②賃金体系の整備(a)の職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系)

指定権者名 事業所の所在地

R6.4~R6.5の処遇加算等の区分
(R6.6以降の区分から逆して自動で入力)

合計

1単位の

単価[円]

提出先

(令和6年度)

咽聯詮織郎元

咽雜詮黙鄭陀

処遇加等を除く
総単位数[単位月]

口

(=参考2をご活用ください。)

③研修計画の策定ならびに研修の実施または研修機会の確保(計画を策定した上で、以下のいずれかを実施)

・研修機会の提供又は技術指等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う

・資格取得のための支援を実施する

既に行つている

0令和6年度中に行う予定 (⇔参考2をご活用ください。)

④昇級の仕組みの整備(経験・資格等に応じた昇給又は定期昇給の仕組み)【新加算Ⅲのみ】

!④が③以上になっていません.この
ままでも令和6年度の加は算定でき
ますが、令和7年度以降はこの要件を
満たす必要があるため、ご注意くださ
し、.

R.以降の新加算の
区分(どちらか選択)

Ⅲ 0 Ⅳ

(⇔参考2をご活用ください。)

サービス名

回②は①以上であること

咽:籍鞭鞭怖陀

口

④は③以上であること

・参考1の職環境等の改善の取組のうち、いずれか1つ以上にチェック(/)を入れてください。

4.確認事項以下の内容にっいて内容を確認し、すべてにチェック(/)を入れてください。

処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。
また、処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、
罰金以上の刑に処せられていません。

労働保険料の納付が適正に行われています。

本計画害の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

上記の記載内容・確認事項の内容に間違いありません。
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します

日法人名令和 年月
代表者職名 氏名

一
一

②
③
④

円
円
円

■
■
豊



事業者・書類作成者の基本情報

フりガナ
法人名

名称

円

法人

代表者

参考1 職場環境等の改善の取組
(以下に掲げる24の取組のうち、全体で1つ以上の取組にチェック(ノ)を入れてください。)

内容区分

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

事業者の共同による採用・人事口ーテーション・研修のための制度構築
入職促進に
向けた取組 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとす
る者に対する曙喪吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等資質の向上

やキャリア
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動アップに向

けた支援 エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

子育てや家族等の介等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職両立支援・
員への転換の制度等の整備多様な働き

方の推進 有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等に
よる痛対策の実施

短時問勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実
施

職名

氏名

R.以降の新加算の区
分

0円

類
作成者

法人
住所

フりガナ

氏名

円

腰痛を含む
心身の健康
管理

電話番号

E→nail

生産性向上
のための業

務改善の取
組

用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外
の業務の提供)等による役割分担の朋確化

5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・驥の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の
改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

やりがい・働
きがいの醸
成

(参考)令和6年度の新加算等の定対象月が令和6年4月~令和7年3月ま
で以外の場合は、以下に算定対象月を入力してください。

令和口年口"~令和口年口"'
(参考)加算の見込額(内訳)

区分

加率

加算
見込額

力月)

合計

0.0%

〒



別紙様式7

1.基本情報
介保険

事業所番号

2 仂口算未算定事業所) 提出先

介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)

区分

総加額

[円]

2.賃金改善の要件

(1)加算額以上の賃金改善について(全体)

①一令和6年度の加算額(年額)

②令和6年度の賃金改善額(年額)

(2)加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて

①令和6年度の加算の影響を除いた賃金額

(ア)令和6年度の賃金の総額

(イ)令和6年度の賃金改善額(再掲)

(ウ)令和6年4・5月分の処遇改善支援補助金
の総額

令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金
②

額(①の額は②の額を下回らないこと)

(ア)令和5年度の賃金の総額

(イ)令和6年2・3月分の処遇改善支援補助金の総額

(ウ)令和5年度の各介護サービス事業者等の独自の
賃金改善額

3.その他の要件について

以下のそれぞれの項目について、チェック(/)を入れてください。
■

計画書の時点で実施済みとしたものは表示されません。

指定権者名

R6.4~R6.5

処遇加算等の区分・加算の合計額

事業所の所在地 サービス名

合計

[亘1令和6年度中に行った

[ヨ1令和6年度中に行った

R6.6以
新加算の区分・
加算の合計額

事業所名

④昇級の仕組みの整備(経験・資格等に応じた昇給又は定期昇給の仕組み)【新加算Ⅲのみ】

.参考1の職場環境等の改善の取組のうち、いずれか1つ以上にチェック(/)を入れてください。

上記の記載内容・事項の内容に間違いありません。
載内容を証明する資料を適切に保することを約します

日法人名令和 年月

代表者職名

口

①任用要件の整備(介三職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件)

②は①以上であること

氏名

[ヨ1令和6年度中に行った

[ヨ1令和6年度中に行った
②賃金体系の整備({1)の職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系)

③研修計画の策定ならびに研修の実施または研修機会の確保信十画を策定した上で、以下のいずれかを実施)

・研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う

・資格取得のための支援を実施する

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円



事業者 .

法人名

書類作成者の基本情報

フりガナ

名称

法人

代表者

参考1 職場環境等の改善の取組
(以下に掲げる24の取組のうち、全体で1つ以上の取組にチェック(/)を入れてください。)

内容区分

■法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

■事業者の共同による採用・人事口ーテーション・研修のための制度構築
入職促進に
向けた取組 ■他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

■職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業力度向上の取組の実施

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しよう
■とする者に対する昭喪吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支

資質の向上 援等
やキャリア

■研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動アップに向け
た支援 エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正両立支援・
規職員への転換の制度等の整備多様な働き

方の推進 有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及ぴ研修等
■

による腰痛対策の実施

腰痛を含む 短時問勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策
心身の健康 の実施
管理

用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

生産性向上 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以
■のための業 外の業務の提供)等による役割分担の明確化

務改善の取
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・蛙の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整

組 ■
備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内
容の改善

やりがい・働
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施きがいの醸

成 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

職名

氏名

フりガナ

氏名

話番号

E→nan

害類
作成者

法人

住所

〒

盟
皿
■
■



参考2 キャリアパス・賃金規程伊1(小規模事業所用)

例1:共通版

職責職位対応役職

施設管理者
(部長級)

●年以上
介'職員実務者研修修了

施設の運営責任を
負う

グループ長
(課長級)

高度な業務の遂行
グループの統括
他の従業員への指

・育成

・施設の運営指針の立案、明示、進捗管理
・管理職育成
・りスクマネジメント
・地域・他事業所・他職種との連携・協力業務
・十数管理

・管理者の補佐、不在時の代理、欠員時のサポート
・チームの管理、調整
・部下の指、育成
・りスクマネジメント・地域・他事業所・他職種との連
携・協力業務
・計数管理・勤怠管理

主任
高度な業務の遂行
他の従業員への指
導

職務内容

通常の介、業務
他の従業員への助
言

(初級職・中級職業務に加えて)
・他の従業員への指、育成
・グループ内の問題解決

注 任用要件」欄に記載の勤☆冗年又は研の又.'》に心て 0 、、こ,ニ'0 0

また、介護職員等処遇改善加算の加寛額は、経験手当・資梧手当への上乗せとして、 1人当たり、●円~●●円の範囲内で配分する。

通常の介業務

(初級職業務に加えて)
・サービスの務改善
・他の従業員への助言

(研修計画)

個別の希望に基づく研修計画を作成し、年●回以上●●研修をオンラインで受講。、、.

上記の他、月2回ランチミーティングを行い、ケアの向上に資する業務の中での気づきの共有やお互いへのフィードバツクを行う。.

実務経験みぐ●年以上の介三職員が●年目までに実務者研修を受講した場合、受講費用の補助として、●●万円を支給。゜.

求められる能力

・組織運営管理能力
・危機管理能力

常勤(月給)
・基本給●●●円~
・経験手当+●●円
・役職手当+●●円

非常勤(時給)
・●●円
・経験手当十●●円

常勤(月給)
・基本給●●●円~
・資格手当十●●円

非常勤(時給)
・●●円
・資格手当+●●円

常勤(月給)
・基本給●●●円~
・資格手当+●●円

非常勤(時給)
・●●円

・資格手当+●●円

実務研修
新任研修

入社時~
介・職員初任者研修修了

・上位者の協力を得ながらの基本介護
・適切な観察、記録、報告等
・会への参加
・外部研修への参加
・個別援助計画の作成

・グループ監督力
・部下の指力、育成力
・危機管理能力

教育研修

経営者研

管理者研

・複雑な判断を要する業務
を遂行できる
・標準的な課題について、
上司の指示によりグループ
をまとめ問題解決にあたる
・下級者に指できる

任用の要件(必要経験年
数・資格の目安)

●年以上
社会福祉士

福祉士
介、職員実務者研修修了

管理職研
修

・比較的度な知識と経験
を要する業務を遂行できる
・業務の改善や問題解決を実務研修
実践できる
・下級者に助言できる

●年以上
支援専門員
福祉士

介'職員実務者研修修了

主任・
リーダー
研修
実務研修

常勤(月給)
・基本給●●●円~
・経験手当+●●円
・役職手当+●●円

・通常の介:業務に精通
し、上位者の協力を得なが
ら、日常の定型業務を遂行
できる

給与

●年以上
介福祉士
介"職員実務者研修修了

常勤(月給)
・基本給●●●円~
・経験手当+●●円
・役職手当十●●円

管
理
職

管
理
職

上
級
職

中
級
職

初
級
職



例2.訪問系(簡易版)

職位・役職

上級へルパー
(主任)

職責

高度な業務の遂
行
他の従業員への
;ヒ

通常の介護業務
他の従業員への
助一

中級へルパー

初級へルパー通常の介護業務

注

●年以上
介護福祉士
介:職員実務者研修修了

「任用要件」に記載の勤続年数又は研修の受講状況に応じて昇給するものとし、職位に応じた給与を支給する。
「給与」欄に記載のない手当として、通勤手当(●●円)、研修受講手当(●●円)を支給する。

また、介職員等処遇改善加算の加算額は、経験手当・資格手当への上乗せとして、 1人当たり●●円~●●円の範囲内で配分する。

任用要件

研修計画)

個別の希望に基づく研修計画を作成し、年●回以上●●研修をオンラインで受講。、
上記の他、月2回ランチミーティングを行い、ケアの向上に資する業の中での気づきの共有やお互いへのフィードバツクを行う。
実務経験が●年以上の介護職員が●年目までに実務者研修を受講した場合、受講費用の補助として、●●万円を支給。

●年以上
介護職員実務者研修修了

給与
(非常勤・時給)

非常勤(時給)
・●●円
・経験手当+●●円

非常勤(時給)
・●●円

・資格手当十●●円

非常勤(時給)
・●●円

・資格手当+●●円

給与
(常勤・月給)

常勤(月給)
・基本給●●●円~
・経験手当+●●円
・役職手当+●●円

入社時~
介護職員初任者研修修了

常勤(月給)
・基本給●●●円~
・資格手当十●●円

常勤(月給)
・基本給●●●円~
・資格手当+●●円


